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１． 総合評価落札方式について 

(１) 総合評価落札方式とは 

    公共工事の品質確保を目的として、価格と品質が総合的に優れた調達を行う    

      ※ここでいう品質確保とは、入札時における品質の担保のこと 

   ① ライフサイクルコストの縮減や、工事目的物の品質確保 

        コンクリートの品質確保に関する技術提案など 

     ② 工事の施工段階における品質確保 

        安全管理や、環境対策に関する技術提案など 

     ③ 企業の能力を適正に審査 

        技術提案や、施工実績、工事成績評定点、優良工事表彰歴など 

 

(２) 社会的要請と導入の経緯 

    近年、全国的な建設投資の大幅な減少などにより、低価格での入札が多発し、工事の品質確保が、

大きな課題となっている。 

    このため、平成 17 年「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行や、平成 18 年「公共

工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の改正、および、全国知事会「都道

府県の公共調達に関する指針」の緊急報告・承認などにより、総合評価落札方式の早期導入と拡大

が求められるようになった。 

    こうした流れを受け、国や都道府県を中心に、総合評価落札方式に関する取り組みが開始され、

本県でも、平成 18 年度から導入し、制度の充実に努めている。 

    なお、平成 26 年 6 月 4 日に公布・施行された改正品確法により、目的に「現在及び将来の公

共工事の品質確保」や「公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保の促進」が追加され、

発注者の責務や多様な入札契約制度の導入・活用が位置づけられた。 

 

(３) 「施工計画等評価タイプ」と「施工実績等評価タイプ」 

    本県では、国土交通省が示した「マニュアル」を参考に、「施工計画等評価タイプ＜標準型＞」

を基本とし、比較的簡易な工事は、「施工実績等評価タイプ＜標準型＞」を適用している。 

  また、一部の工事を対象に「施工計画等評価タイプ＜施工実績重視型（旧 技術提案重視型）＞」

を平成２９年度から、「施工実績等評価タイプ＜技術者育成型（旧 企業実績重視型）＞」を令和４

年度から試行導入している。 

 

   Ⅰ．施工計画等評価タイプ 

（ⅰ）標準型 

      施工規模が大きく、施工難易度も高い工事で、技術力を重視し、より施工能力の高い企業を

評価するタイプであり、原則、予定価格２億円以上の工事に適用する。 

（ⅱ）施工実績重視型（旧 技術提案重視型） ※Ｈ２９試行開始、Ｒ８名称変更 

      企業及び配置予定技術者の能力の一部を評価対象外とし、大分県発注工事の受注実績が少

ない企業に対して入札参加を促し、競争性を高めることを目的に試行する。 

（適用工事）ＰＣ橋梁上部新設工事、鋼橋上部新設工事、堰（鋼構造物）工事から各々1 件程

度を選定 
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   Ⅱ．施工実績等評価タイプ 

（ⅰ）標準型 

      施工規模が比較的小さく、簡易な工事で、企業や配置予定技術者の施工実績が優れ、地域に

精通した企業を評価するタイプであり、原則、予定価格５千万円以上２億円未満の工事に適用

する。 

（ⅱ）技術者育成型（旧 企業実績重視型） ※Ｒ４試行開始、Ｒ８名称変更 

施工実績が少ない技術者が配置されやすい環境を整え、技術者の育成・確保を促進すること

を目的に試行する。 

   （適用工事）一般土木工事にて試行件数は下表のとおり。 

予定価格 ５千万円以上８千万円未満 ８千万円以上２億円未満 

指定件数（各土木事務所当り） １～３件程度 １件程度 

 

 (４) 落札者決定基準 

   技術評価点の算出に、「標準点」と「加算点」に加えて、公共工事の品質確保の実効性及び施工

体制確保の確実性を評価する「施工体制評価点」を設定する。 

 

 Ⅰ．落札者決定の方法 

      入札参加者は、価格及び企業の技術力等をもって入札に参加し、次のすべての要件に該当す

る入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 

      なお、契約担当者は、落札者となるべき評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを

引かせて落札者を決定するものとする。 

     （ⅰ）入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 

（ⅱ）低入札価格調査を行った場合は、入札価格が不適合ではないと認められた者であること。 

   

  Ⅱ．評価の方法 

    評価値は、次の算出方式により算定する。 

   （ⅰ）評価値の算出方式 

        ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

     イ 技術評価点＝標準点＋加算点＋施工体制評価点 

       なお、入札価格の単位は円とする。また、加算点、評価値は少数第５位まで表示する。

（第６位を四捨五入） 

   （ⅱ）技術評価点の設定の考え方 

       標準点を１００点、価格以外の要素である企業の技術力等を評価する加算点は１０点

～５０点、公共工事の品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を評価する施工体制評

価点は１５点とする。 

   （ⅲ）加算点の算出方法 

       加算点は、個別工事ごとに定めた「評価基準等」に基づき評価を行い、それぞれの得点

合計に応じて、換算して求められる点数を加算点として与える。 

           加算点＝（それぞれの得点合計／評価項目ごとの配点の最高点数の合計点数） 

× 〔１０点～５０点〕 

    （ⅳ）施工体制評価点の算出方法 

           入札価格が低入札価格調査基準価格以上の入札参加者には、施工体制評価点として 15

点を与え、入札価格が低入札価格調査基準価格未満の入札参加者には、施工体制評価点を

与えない。 
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(５) その他 

    品質を確保し工事を円滑に実施するためには、地域に精通し信頼される企業が担うことが望ま

しいので、技術面に加え、地域の安全・安心や、経済、雇用などを地域・社会貢献度として将来に

わたる品質の確保につながる評価項目としている。 

     ○地場企業の技術力向上に資する 

       工事成績評定点や、優良工事表彰歴、ＣＰＤなど 

    ○地場企業の育成や地域の安全・安心に資する 

       地域精通度（本店所在地）や、防災活動、県内企業（下請け）の活用など 

 

(６) 参考法令等 

Ⅰ．地方自治法施行令 （平成 11 年 2 月 17 日改正追加） 

   第 167 条の 10 の 2 

普通地方公共団体の長は、（中略）、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者

のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込み

をした者を落札者とすることができる。 

 

 Ⅱ．公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 

（平成 13 年 3 月 9 日閣議決定；令和４年５月２０日最終改正） 

価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定するものであり、価格と品質が

総合的に優れた公共調達をおこなうことができる落札者決定方式である。（中略）各省各庁の長

等はこうした総合評価落札方式の性格を踏まえ、工事の正確等に応じた適切な活用を図るもの

とする。 

 

 Ⅲ．公共工事の品質確保の促進に関する法律 

（平成 17 年 4 月 1 日施行；令和 6 年 6 月 19 日最終改正） 

（基本理念 第３条 第２項） 

公共工事の品質は、（中略）、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品

質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。 

 

 Ⅳ．公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針 

（平成 17 年 8 月 26 日閣議決定；令和 6 年 12 月 13 日最終変更） 

発注者が主体的に責任を果たすことにより、技術的能力を有する競争参加者による競争が実

現され、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が総合的に優れ

た内容の契約がなされることも重要である。 
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２．入札方式・落札者決定方式 

（１）大分県の入札契約制度の概要 

    大分県では「落札者決定方式」と「契約締結方法」の組み合わせにより落札者を決定している。 

    また、地方自治法施行令には、申込みに係る価格ではその者により当該契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあると認める場合等には、最低価格（最高評価値）応札者を落札者とし

ないことができると記載されており、いわゆる「ダンピング対策」が法令上認められている。 

 

落札者決定方式 

Ⅰ．総合評価落札方式【5 千万円以上】 （※建築一式工事は１億円以上） 

（ⅰ）施工計画等評価タイプ【2 億円以上】 

① 標準型 

② 施工実績重視型（旧 技術提案重視型） 

（ⅱ）施工実績等評価タイプ【5 千万円以上 2 億円未満】 

① 標準型 

② 技術者育成型（旧 企業実績重視型） 

Ⅱ．最低価格落札方式【5 千万円未満】 （※建築一式工事は１億円未満） 

 

契約締結方法 

Ⅰ．一般競争入札【4 千万円以上】 

Ⅱ．指名競争入札【4 千万円未満】 

Ⅲ．随意契約 

 

ダンピング受注防止対策 

Ⅰ．低入札価格調査制度【3 億円以上又は総合評価落札方式を適用する入札】 

Ⅱ．最低制限価格制度 【3 億円未満かつ総合評価落札方式を適用しない入札】 

 

※ダンピング受注とは  ：請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない

契約の締結 

※低入札価格調査制度とは：「低入札価格調査基準価格」未満の入札者は、適正な履行が可能であ

るか否かを調査したうえで、落札者を決定する制度 

※最低制限価格制度とは ：「最低制限価格」未満の入札者は、失格とする制度 
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0
0

万
円

8
,0

0
0

万
円

Ａ
等

級
5

,0
0

0
万

円
5

,0
0

0
万

円

価
格

競
争

の
み

最
低

制
限

価
格

適
用

※
最

低
制

限
価

格
概

ね
9

2
％

適
用

な
し

4
,0

0
0

万
円

4
,0

0
0

万
円

指
名

競
争

入
札

Ｂ
等

級

2
,0

0
0

万
円

2
,0

0
0

万
円

Ｃ
等

級

8
0

0
万

円
8

0
0

万
円

Ｄ
等

級
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設
計

金
額

（
予

定
価

格
）

落
札

者
決

定
方

式
契

約
締

結
方

式
発

注
・

格
付

基
準

設
計

金
額

（
予

定
価

格
）

総
合

評
価

落
札

方
式

（
個

別
協

議
）

低
入

札
価

格
調

査
適

用

※
調

査
基

準
価

格
概

ね
9

2
％

※
失

格
基

準
概

ね
8

3
％

一
般

競
争

入
札

特
定

Ｊ
Ｖ

（
共

同
企

業
体

）

※
仮

契
約

、
議

会
承

認
後

に
本

契
約

3
0

.2
億

円
3

0
.2

億
円

課
題

３
題

施
工

計
画

3
0

点
実

績
2

0
点

計
5

0
点

総
合

評
価

落
札

方
式

（
施

工
計

画
等

評
価

タ
イ

プ
）

＜
標

準
型

＞

（
要

件
設

定
型

）
一

般
競

争
入

札

5
億

円
5

億
円

課
題

２
題

施
工

計
画

2
0

点
実

績
2

0
点

計
4

0
点

Ａ
等

級
（

特
定

建
設

業
許

可
）

※
一

億
円

以
上

の
工

事
で

Ｊ
Ｖ

適
用

拡
大

3
億

円
3

億
円

課
題

１
題

施
工

計
画

1
0

点
実

績
1

0
点

計
2

0
点

2
億

円
2

億
円

課
題

な
し

実
績

1
0

点
総

合
評

価
落

札
方

式
（

施
工

実
績

等
評

価
タ

イ
プ

）
＜

標
準

型
＞

1
億

円
1

億
円

価
格

競
争

の
み

最
低

制
限

価
格

適
用

※
最

低
制

限
価

格
概

ね
9

2
％

8
,0

0
0

万
円

8
,0

0
0

万
円

Ａ
等

級
7

,0
0

0
万

円
7

,0
0

0
万

円

Ｂ
等

級
4

,0
0

0
万

円
4

,0
0

0
万

円

指
名

競
争

入
札

3
,0

0
0

万
円

3
,0

0
0

万
円

Ｃ
等

級
1

,0
0

0
万

円
1

,0
0

0
万

円
Ｄ

等
級

大
分

県
の

入
札

制
度

概
要

（
建

築
一

式
工

事
の

標
準

例
）

※
「

発
注

・
格

付
基

準
」

は
建

築
一

式
の

例
で

あ
る

。
総

合
評

価
落

札
方

式
の

詳
細

は
入

札
公

告
に

よ
る

。
※

総
合

評
価

落
札

方
式

の
課

題
数

は
予

定
価

格
か

ら
の

定
め

た
上

限
数

で
あ

る
。

※
総

合
評

価
落

札
方

式
は

、
上

記
加

算
点

の
ほ

か
に

、
入

札
金

額
に

応
じ

て
施

工
体

制
評

価
点

1
5

点
を

与
え

る
。

※
総

合
評

価
落

札
方

式
（

施
工

計
画

等
評

価
タ

イ
プ

）
の

適
用

は
、

原
則

、
予

定
価

格
２

億
円

以
上

の
工

事
と

す
る

。
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３．対象工事及び技術提案等の評価の流れ 

（１）総合評価落札方式の対象工事 

  総合評価落札方式の対象とする工事は、原則として、予定価格 5 千万円（建築一式工事は 1 億

円）以上の要件設定型一般競争入札に付する工事とする。 

 

Ⅰ．土木建築部 

 （ⅰ）土木工事 

    ○土木工事のタイプ区分は、下記を基本とする。 

      施工実績等評価タイプ：予定価格 5 千万円以上２億円未満の工事 

      施工計画等評価タイプ：予定価格２億円以上の工事 

 （ⅱ）建築系工事 

    ○建築一式工事のタイプ区分は、下記を基本とする 

      施工実績等評価タイプ：予定価格１億円以上２億円未満の工事 

      施工計画等評価タイプ：予定価格２億円以上の工事 

      ○解体工事など建築一式以外の工事のタイプ区分は、下記を基本とする。 

      施工実績等評価タイプ：予定価格 5 千万円以上２億円未満の工事 

      施工計画等評価タイプ：予定価格２億円以上の工事 

 

（参考）農林水産部 

 ○農林水産部発注工事のタイプ区分は、下記を基本とする 

     施工実績等評価タイプ：予定価格 5 千万円以上２億円未満の工事 

     施工計画等評価タイプ：予定価格２億円以上の工事 
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落札者決定の保留通知

技術審査幹事会

（２）技術提案等の評価の流れ

総合評価落札方式における技術資料等の評価の流れは、以下の手続きフローを基本と
して進める。

総合評価落札方式の手続きフロー

施工実績等評価タイプ 施工計画等評価タイプ

入札公告入札公告

技術資料提出期限
（技術資料、証明資料）

技術資料提出期限
（技術資料、証明資料）

入札書の締切入札書の締切

技術審査開始

技術審査会

小委員会
（学識経験者）

開札
開札

（仮の評価値算出）

最高評価値の審査
技術資料・競争参加資格・
入札金額内訳書審査

最高評価値の審査
競争参加資格・
入札金額内訳書審査

落札者決定通知

契約 契約

落札者決定通知

見
積
期
間

入札書の
締切

３日前

１５日目

入札書の
締切

３日前

１５日目
以降

審査期間
原則

２日以内

審査期間
原則

２日以内

審査期間
２週間
程度

※低入札価格調査を実施する場合は、落札決定通知までの期間が１０日～１５日程度遅れる。

入札準備

入札準備

技術審査幹事会

技術審査会

小委員会（学識経験者）
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４．評価の方法 

４－１．評価タイプの設定 

（１） 評価タイプの設定 

  評価タイプの設定は、工種と予定価格により課題数及び配点を決定する。なお、課題数の変更を

おこなった場合は、変更後の課題数に応じた配点を採用する。 

  

 

＜土木一式工事の課題数及び配点の標準例＞ 

評価タイプ 
施工規模 

（予定価格） 

施工計画（技術提案） 
企業等 

実 績 
合 計 

最 高 最 高 

評価点 

最 高 

評価点 課題数 提案数 点数※ 評価点 

施工実績等 

評価タイプ 

５千万円以上 

２億円未満 
    10 10 

施工計画等 

評価タイプ 

2 億円以上 

3 億円未満 
1 5 2 10 10 20 

3 億円以上 

5 億円未満 
2 10 2 20 20 40 

5 億円以上 3 15 2 30 20 50 

※1 提案あたりの最高点数を示す。 

 

＜建築一式工事の課題数及び配点の標準例＞ 

評価タイプ 
施工規模 

（予定価格） 

施工計画（技術提案） 
企業等 

実 績 
合 計 

最 高 最 高 

評価点 

最 高 

評価点 課題数 提案数 点数※ 評価点 

施工実績等 

評価タイプ 

１億円以上 

２億円未満 
    10 10 

施工計画等 

評価タイプ 

2 億円以上 

3 億円未満 
1 5 2 10 10 20 

3 億円以上 

5 億円未満 
2 10 2 20 20 40 

5 億円以上 3 15 2 30 20 50 

※1 提案あたりの最高点数を示す。 
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（２）「施工実績重視型（旧 技術提案重視型）」・「技術者育成型（旧 企業実績重視型）」の設定 

 Ⅰ．施工実績重視型（旧 技術提案重視型） 

  ⅰ．対象工事 

対象工事は、発注工事量が少なく受注企業の偏りが見られる 3 工種から、毎年度、各工種 1

件程度を選定し試行する。 

〔試行対象工事〕 

「施工計画等評価タイプ」を適用する工事のうち、下記 3 工種から選定 

「PC 橋梁上部新設工事」、「鋼橋上部新設工事」、「堰（鋼構造物）工事」 

 

ⅱ．評価の考え方 

      「企業の施工実績」及び「配置予定技術者の能力」に係る工事成績評定、優良工事表彰に関

する項目を評価対象外とし、企業及び技術者の配点に割り振り加算する。 

 

 

＜施工実績重視型（旧 技術提案重視型）の評価基準例＞ 

（予定価格 2 億円以上 3 億円未満の PC 橋梁上部新設工事の場合） 

評価視点 評価項目 
標準型 施工実績重視型 

（旧 技術提案重視型） 

配点 加算点 配点 加算点 

実
績
評
価 

企
業
の
実
績 

過去１0 年間に履行した同種工事の施工実績の有無 2.0 

4.2 

3.4 

3.6 

過去４年間の工事成績評定点の平均値 1.8 － 

前年度の優良工事表彰履歴 0.2 － 

ワーク・ライフ・バランス関連の認定・表彰等 0.2 0.2 

指名停止措置の有無 -0.5 -0.5 

技
術
者
の
能
力 

過去１０年間に履行した同種工事の施工経験の有無 1.6 

3.9 

3.2 

4.5 

過去４年間の工事成績評定点の最高点 1.2 － 

過去２年間の優良工事担当履歴 0.3 － 

CPD（継続教育）の取組状況 0.3 0.5 

専門資格の保有 0.2 0.3 

技能者（建設マスター・登録基幹技能者）の活用 0.3 0.5 

地
域
・ 

社
会
貢
献
度 

建設業法上の主たる営業所（本店）の所在地 1.0 

1.9 

1.0 

1.9 大分県管理の公共施設を対象とした防災協定の有無 0.5 0.5 

当該工事に係る大分県内企業の活用計画 0.4 0.4 

計  10.0  10.0 
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Ⅱ．技術者育成型（旧 企業実績重視型） 

  ⅰ．対象工事 

対象工事は、一般土木工事の一部とし、予定価格４～５千万円の発注件数の実績を踏まえ、

各土木事務所で選定し試行する。 

〔試行対象工事〕 

・一般土木工事のうち、公共工事入札管理室が指定した件数にて発注者が選定 

・工事内容や現場条件等が一般的な（難易度が高くない）工事 

 

試行対象工事の指定件数（全体で３０件程度） 

予定価格 ５千万円以上８千万円未満 ８千万円以上２億円未満 

指定件数（各土木事務所当り） １～３件程度 １件程度 

 

 

ⅱ．評価の考え方 

    技術者の能力に係る評価の一部を評価対象外とし、企業の施工実績を重視した評価基準と

する。 

①配置予定技術者の能力 

       「配置予定技術者の能力」に係る工事成績評定及び、優良工事担当履歴に関する項目を評

価対象外とする。 

②企業の施工実績 

       「配置予定技術者の能力」で評価対象外とした項目の配点を比例配分で加算する。 

 

 

＜技術者育成型（旧 企業実績重視型）の評価基準例＞ 

（予定価格８千万円未満の一般土木工事） 

評価視点 評価項目 
標準型 技術者育成型 

（旧 企業実績重視型） 

配点 加算点 配点 加算点 

実
績
評
価 

企
業
の
実
績 

過去１0 年間に履行した同種工事の施工実績の有無 1.0 

3.2 

1.5 

4.7 
過去４年間の工事成績評定点の平均値 2.0 3.0 
ワーク・ライフ・バランス関連の認定・表彰等 0.2 0.2 

指名停止措置の有無 -0.5 -0.5 

技
術
者
の
能
力 

過去１０年間に履行した同種工事の施工経験の有無 0.8 

3.4 

0.8 

1.9 

主任（監理）技術者の保有する資格 0.6 0.6 

過去４年間の工事成績評定点の最高点 1.2 － 
過去２年間の優良工事担当履歴 0.3 － 
CPD（継続教育）の取組状況 0.2 0.2 

技能者（建設マスター・登録基幹技能者）の活用 0.3 0.3 
地
域
・ 

社
会
貢
献
度 

建設業法上の主たる営業所（本店）の所在地 2.0 

3.4 

2.0 

3.4 大分県管理の公共施設を対象とした防災協定の有無 1.0 1.0 

当該工事に係る大分県内企業の活用計画 0.４ 0.４ 

計  10.0  10.0 
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４－２．評価タイプの変更 

（１） 評価タイプ変更のルール 

 Ⅰ．「施工計画等評価タイプ（計画タイプ）」を「施工実績等評価タイプ（実績タイプ）」に変更す

る場合、又は「計画タイプ」の課題数を変更する場合は、案件毎に技術審査会で検討する。 

評価タイプを変更するケースとしては、災害復旧工事等で、緊急に入札契約を行う必要がある

と認められる場合や、直接工事費における機器費の割合が高く、その他の現場条件でも課題設定

が困難であると認められる場合などがある。 

 

 Ⅱ．これまでの評価タイプの変更の実績を考慮し、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」は 

原則として「実績タイプ」のみの適用とする。 

 

（２） 評価タイプの変更に係る手続き 

  「計画タイプ」の適用工事のうち、評価タイプの変更を行う場合は、その理由を発注者により整

理し、技術審査会で判断を行う。 
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４－３．技術提案の評価手法と効果検証 

（１） 技術提案の評価手法 

 Ⅰ．技術提案の評価の視点と評価フロー 

   技術提案の評価は、公正性と透明性を確保するとともに、提案・審査による入札参加者・発注

者の負担軽減を考慮し、評価手法を定めている。 

   評価点は２点満点の３段階評価（０点、１点、２点）とし、＜技術提案の評価の指標とポイン

ト＞や「４－４．評価しない技術提案の考え方」を参考に、＜技術提案の評価フロー図＞に沿っ

て評価を行う。 

＜技術提案の評価の指標とポイント＞ 
１．評価の指標 

技術提案の評価は、設定している課題に対する「効果」及び「確実性」を指標として行う。 

効 果：設定している課題に対して的確な提案となっているか、提案による効果がどの程度かの視点で評価 

確実性：提案による効果が得られる確実性がどの程度かの視点で評価 

 評価のイメージ 

効

果 

大 

△（１点） 〇（２点） 

小 

×（０点） 

 

△（１点） 

×（０点） ※効果小 

  低 高 

  確 実 性 

２．評価のポイント 

①提案による効果が限定的で著しく小さい場合は、「効果不明 ※効果小」として評価しない。 

（例）一部分にしか効果がない品質確保対策、短期間で終わる作業に対する騒音対策など 

②他の提案項目と効果が重複する場合は評価点を低減する。 

（例）コンクリート養生シート＋塗膜養生の対策、低騒音機械の使用＋機械を防音壁で囲う対策など 

③効果を数値により示している場合は参考とするが、現場条件等を踏まえて評価を行う。 

（例）コンクリート打設時期により効果が変わる対策、対策場所により効果が見込まれれば評価を行う。 

④効果が数値では表せない場合でも、現場条件から判断して効果が見込まれれば評価を行う。 

（例）コンクリート締固めや養生の工夫、粉塵や水質汚濁の発生源対策など 

⑤１つの提案項目に複数の提案であっても、『一連の提案』となっていれば『複数提案』に該当しない。 

（例）コンクリートの打設から養生までを一連で行う提案など 

⑥発注者が意図する提案でない場合でも、評価対象外として条件を明示していなければ評価対象となる。 

 

３．「過去評価の取扱い」 

①原則として、過去３年間のものを参考とする。（技術の進捗や積算の標準化を考慮） 

②「過去評価」にとらわれず、現場条件を考慮し評価を行う。（あくまでも評価の参考とするもの） 
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＜技術提案の評価フロー図＞

加点評価しない（ ０点 ）
（※理由は上記フローの【該当項目】）

・「履行義務なし」とする

・施工時に、その提案の実施を妨げるものではない。
⇒ただし、実施する場合は＜要協議＞

★【実行性に問題あり】の場合は、特に注意が必要

・【一般的】の理由で評価されなかった提案は、
共通仕様書等に定められた事項のため、施工時に
実施しなければならない。

No

No

＜第１段階審査＞
【一般的※１】

【評価対象外】
【重複提案】

のいずれかに該当

Step.１
※１
Step.１の【一般的】は、提案内容が基準書
や共通仕様書等に記載があるもの、設計計上
されているものの場合に判断する

Step.２

※２
Step.２の【一般的】は、提案内容を確認し、
『現場ではすでに一般的に実施されているもの、
現場条件により実施する必要があるもの』の場合
に判断する

Step.３

＜第２段階審査＞
【一般的※２】

【具体性なし】
【要他協議】

【実行性に問題あり】
【過大提案】

のいずれかに該当

Yes

Yes

評価された提案は、

「履行確認及び検査の方法」
「施工方法（機械、仮設備計画等）」
「施工管理計画」等を施工計画書に記載し提案内容を履行する。

※不履行の場合は、要領＊第16による罰則あり
（減点、指名停止等）

Step.３の評価の際に“疑義”が
ある場合は、『Step.２』の内容を
再度確認

２点評価１点評価

＜提案項目の評価＞
『効果』及び『確実性』を

指標として評価を行う

【効果不明】
０点評価

＊：大分県総合評価落札方式試行要領
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Ⅱ．課題設定の方針 

  技術提案の評価を適切に行うためには、課題設定における適切な条件等の明示が重要である

ことから、下記の事項に留意して設定を行う。 

 

○ 発注者として本来、設計図書の中で対応（設計計上）が必要な事項にもかかわらず設計計上

せずに、受注者に補ってもらう為の課題設定は行わない。 

  ○ 評価し易い課題設定を目指し、提案５項目３段階評価が不向きな課題は避ける。 

  ○ 現場条件変更等で変更契約対象になる可能性がある事項の課題設定は避ける。 

  ○ 工事目的物の品質確保に関する課題を優先して設定することとし、工事目的物の品質確保

に関する課題が無い場合には、工事施工時の品質確保（安全や環境対策等）を設定する。 

  ○ 技術提案を求めることが過度（オーバースペック）と考えられる課題設定は行わない。 

（無筋構造物など通常施工による品質確保で事足りる場合等） 

○ 課題設定をする際に、構造物や施工上の留意点に対して設定し、留意点以外にも幅広く技術

提案を求めることのない様に努める。 

○ 工程計画課題は、供用開始等の事業工程に基づき、工期内完成を前提に発注することから、

原則として課題としない。 

○ 後発工事への部分引渡し等、やむを得ず課題設定する場合は、基準審査段階で「評価ルール」

を定め、課題（入札公告：別表 1 の 2）に条件を明示する。 

 

 Ⅲ．技術提案資料の様式（施工計画に関する技術的所見） 

   技術提案資料への記述に具体性がなく評価できない提案を減らすこと、入札参加者の作成時

及び発注者の評価作業時の事務量負担軽減を考慮し、技術提案資料の様式を定めている。 

  以下の 5 項目を必須項目として定め、技術資料様式２に記載する。 

①従来の施工、②提案内容、③提案の効果、④使用機（資）材、数量、範囲等 

⑤提案費用（設計図書上の施工方法と提案工法との差額とする。） 

※必須項目の記載漏れがある場合は具体性のない提案と判断し評価しない。 

＜技術資料様式 2（施工計画に関する技術的所見）＞ 

 

万円

課題番号 △ 課題名 「□□対策」

※施工上の課題に対応した具体的な施工計画（対策）について、別表1の2に留意のうえ、記載（提案）すること。評価については、本様式（技術資料様式2）に記載された内容によるも
のとする。

なお、工事名・会社名・課題番号・課題名を記入の上、提案の記載については次の取扱いに注意すること。

施工計画に関する技術的所見
工事名： ○○第○号○○工事

会社名：

提
案

項
目

（１）

（ タ イ ト ル ）
提案費用
（概算額）

⑤

(1)施工上の課題1つに対して、本様式（Ａ４用紙）1枚の範囲内（5項目まで）で提案すること。

(2)提案項目それぞれに簡易なタイトルを記載のうえ、具体的な内容・説明等を簡潔に記載すること。

(3)本様式に加え、補足説明資料をA4用紙にて5枚まで添付することができる。なお、6枚以上添付されていた場合、6枚目以降は補足説明資料として

　　取り扱わない。

(4)1つの提案項目欄にまとめて複数の提案を記載しないこと。（記載していた場合は、最初に記載した提案のみを評価対象とする。)

(5)提案にあたり、以下の5つの内容を必須とするので必ず記載すること。記載がない場合は具体性がない提案と判断し評価しない。

　　　①従来の施工、②提案内容、③提案の効果、④使用機（資）材、数量、範囲等、⑤提案費用（設計図書上の施工方法と提案工法との差額とする。）

(6)「具体的な提案内容」欄に記入する文字サイズは、10ポイント程度とする。(1提案あたり400字以内）

発注者

使用欄

具

体
的

な
提

案
内
容

①

②

③

④
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（２） 技術提案の効果検証 

  現場で履行した技術提案の効果を次回発注や同様な工事の技術提案評価へつなげる仕組みとし

て、以下の＜効果検証のフローと留意点＞のとおり効果の検証を行う。 

  技術提案の履行報告は、＜技術提案履行報告書＞を受注者が作成し、発注者へ報告することを特

記仕様書に位置づけ、受注者から提出がされた資料の発注者記入欄に記載したうえで、完成検査時

に検査員に写しを提出し、確認を受ける。 

 

＜効果検証のフローと留意点＞ 

 
 

 

技術提案での採用

現場で履行

履行確認

効果等確認

よ り 品質の高い工事目的物へ

次回発注での技術提案の活用

●事業担当課、 建設政策課、 工事検査室へ報告

→有効な技術を 標準仕様へ

●技術提案評価への活用

→よ り 効果の高い技術提案の採用へ

【 留意点】  

①技術提案の履行報告は統一様式を 使用 

②技術提案の履行結果を 受注者、 発注者と も に評価を 実施 

 （ ４ 段階での技術提案の効果を 評価）  

③入札公告及び特記仕様書に、技術提案の履行状況資料の提出を 位置づけ 

④履行報告書に提案費用の精算額を 記載 

⑤完成検査時に検査員に写し を 提出し 確認を 受ける  
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＜技術提案履行報告書＞ 

課題名

・技術提案履行報告書は完成検査時に検査員に写しを提出する。

提
案

項
目
（２）

（ タ イ ト ル ）

（ 具 体 的 な 内 容・ 説明 等）

提

案
項
目
（１）

（ タ イ ト ル ）

（ 具 体 的 な 内 容・ 説明 等）

提
案
項

目
（３）

（ タ イ ト ル ）

（ 具 体 的 な 内 容・ 説明 等）

提案費用
（精算額）

万円

提
案
項
目
（４）

（ タ イ ト ル ）

（ 具 体 的 な 内 容・ 説明 等）

提案費用

（精算額）
万円

提
案

項
目
（５）

（ タ イ ト ル ）

（ 具 体 的 な 内 容・ 説明 等）

提案費用
（精算額）

万円

履行の
可否

・履行報告確認書①は履行義務がある提案毎に作成する。必要に応じて応札時の補足説明資料及び写真やデータなどを添付する。（添付資料様式有）。

・「発注者評価の有無」については、技術提案が応札時に発注者から評価され履行義務がある場合は「○」、評価されておらず履行義務が無い場合は「×」とする。

・「監督員の確認状況」については、履行状況を監督員に確認してもらっている場合は「○」、確認してもらっていない場合は「×」、評価されておらず履行確認の対象外は「－」とす
る。

技　術　提　案　履　行　報　告　書　　（課題毎）　

工事名

会社名

○○第○号○○工事

・「履行の可否」については請負者による履行可否の判断とする。応札時と同じ提案内容で履行している場合は「◎」、応札時から提案内容を変更して履行している場合は「○」　、履
行していない場合は「×」、評価されておらず履行義務が無い場合は「－」とする。

監督員
確認

状況

発注者
評価の

有無

万円
提案費用

（精算額）

提案費用
（精算額）

万円
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４－４．評価しない技術提案の考え方 

  これまでに実施した評価結果及び効果検証の結果に加え、国及び他都道府県の取組を参考に「評

価しない理由」の考え方及び、評価しない技術提案事例をとりまとめ大分県ホームページで公表し

ている。 

（１）「評価しない理由」の考え方 

  技術提案で評価しない理由を項目毎に整理し、その理由をとりまとめている。 

  評価結果には、評価しない技術提案は該当する「評価しない理由の考え方」の項目を記載する。 

  詳細は＜「評価しない理由」の考え方＞を参照のこと。 

 

（２）評価しない技術提案事例 

  評価しない技術提案を「評価しない技術提案事例」として指定する。 

過大提案として評価しない提案は、「評価しない技術提案事例」に記載している提案とする。 

  詳細＜評価しない技術提案事例＞を参照のこと。 

 

（３）過大な技術提案等の選定 

  過大な技術提案等とは、「過度なコスト負担を要する提案」又は「要求水準に対し過剰な品質・

性能を実現する提案」として大分県が事前に指定した技術提案である。 

  これまでの技術提案の履行確認結果や、国等の過大提案の位置づけなどを参考に、毎年度過大提

案等の拡充を行っている。 
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＜
「

評
価

し
な

い
理

由
」
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＞
２

０
２

６
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４
月

１
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時
点
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項
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・
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等
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。
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る
に
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が
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又
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指
定

し
た

技
術

提
案

。
【

過
大

提
案

】

提
案

内
容

や
履

行
方

法
は

記
載

さ
れ

て
い

る
が

、
履

行
し

た
際

に
従

来
工

法
に

比
べ

、
ど

の
程

度
効

果
が

あ
る

の
か

が
わ

か
ら

な
い

。
【

効
果

不
明

】

他
の

提
案

項
目

と
効

果
が

重
複

す
る

場
合

は
、

評
価

点
を

低
減

す
る

。
提

案
を

履
行

し
た

場
合

で
も

、
そ

の
効

果
が

限
定

的
で

著
し

く
小

さ
い

も
の

。
【

効
果

不
明

】
※

効
果

小

『
複

数
提

案
』

の
取

り
扱

い
・

１
つ

の
提

案
項

目
に

複
数

の
提

案
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
一

番
最

初
に

記
載

さ
れ

た
提

案
の

み
を

評
価

す
る

。
・

『
一

連
の

提
案

』
に

よ
り

提
案

の
効

果
を

発
揮

す
る

も
の

は
、

複
数

提
案

と
は

判
断

し
な

い
。

・
『

複
数

提
案

』
で

あ
っ

て
も

、
評

価
を

受
け

た
提

案
項

目
の

す
べ

て
の

提
案

が
履

行
の

対
象

と
な

る
。
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＜
評

価
し

な
い

技
術

提
案

事
例

＞

上
記

項
目

と
異

な
る

提
案

で
あ

っ
て

も
、

上
記

の
提

案
と

同
一

と
み

な
さ

れ
る

場
合

は
評

価
し

な
い

。
上

記
項

目
に

記
載

が
な

い
提

案
で

あ
っ

て
も

、
評

価
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

※
課

題
分

類
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
は

、
ト

ン
ネ

ル
の

覆
工

コ
ン

ク
リ

ー
ト

及
び

吹
付

コ
ン

ク
リ

ー
ト

も
含

む
。

※
掘

削
補

助
工

法
は

「
土

木
学

会
：

ト
ン

ネ
ル

標
準

示
方

書
［

共
通

編
］

・
同

解
説

／
［

山
岳

工
法

編
］

・
同

解
説

，
解

説
表

6
.1

.1
，

2
0

1
6

.8
」

を
参

照
の

こ
と

。

２
０

２
６

年
４

月
１

日
時

点
評

価
し

な
い

項
目

課
題

分
類

※
番

号
評

価
し

な
い

理
由

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
骨

材
に

石
灰

石
を

使
用

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
確

保
対

策
1

一
般

的

星
型

ス
ペ

ー
サ

使
用

に
よ

る
ス

ペ
ー

サ
周

囲
に

発
生

す
る

空
隙

を
低

減
す

る
提

案
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

2
一

般
的

工
事

目
的

物
の

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

を
材

質
変

更
（

鋼
管

膨
脹

型
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
に

変
更

、
定

着
材

の
変

更
等

）
（

ト
ン

ネ
ル

）
地

質
変

化
等

へ
の

対
応

策
・

安
全

対
策

3
評

価
対

象
外

塗
料

を
増

塗
り

す
る

提
案

、
塗

膜
厚

を
設

計
値

か
ら

変
更

す
る

提
案

塗
装

の
品

質
確

保
対

策
4

評
価

対
象

外

地
域

住
民

等
へ

の
工

事
内

容
の

周
知

安
全

対
策

5
要

他
協

議

ひ
び

割
れ

誘
発

目
地

の
追

加
設

置
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

6
過

大
提

案

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
ひ

び
割

れ
抑

制
対

策
の

た
め

の
補

強
鉄

筋
（

用
心

鉄
筋

も
含

む
）

の
追

加
配

置
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

7
過

大
提

案

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

被
膜

に
よ

る
鉄

筋
の

保
護

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
確

保
対

策
8

過
大

提
案

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
配

合
（

強
度

変
更

も
含

む
）

及
び

混
和

材
、

混
和

剤
（

急
結

剤
、

繊
維

補
強

材
を

含
む

）
に

関
す

る
提

案
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

9
過

大
提

案

高
性

能
収

縮
低

減
剤

の
塗

布
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

1
0

過
大

提
案

非
鋼

繊
維

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
使

用
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

1
1

過
大

提
案

高
強

度
吹

付
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

使
用

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
確

保
対

策
1

2
過

大
提

案

養
生

終
了

後
に

表
面

に
コ

ン
ク

リ
ー

ト
劣

化
防

止
剤

（
表

面
含

浸
剤

等
）

の
塗

布
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

対
策

1
3

過
大

提
案

防
水

施
工

完
了

後
に

耐
候

性
塗

料
の

塗
布

防
水

仕
上

の
品

質
確

保
対

策
1

4
過

大
提

案

塗
装

完
了

後
に

防
錆

防
水

塗
料

の
塗

布
塗

装
の

品
質

確
保

対
策

1
5

過
大

提
案

橋
梁

補
修

・
補

強
工

事
に

お
け

る
ウ

ォ
ー

タ
ー

ジ
ェ

ッ
ト

工
法

に
よ

る
削

孔
コ

ン
ク

リ
ー

ト
削

孔
に

お
け

る
品

質
確

保
対

策
1

6
過

大
提

案

P
C

鋼
材

、
シ

ー
ス

の
材

料
変

更
に

関
す

る
提

案
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
工

の
品

質
確

保
対

策
1

7
過

大
提

案

施
工

箇
所

外
部

か
ら

の
伸

び
量

や
緊

張
力

の
計

測
に

関
す

る
提

案
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
工

の
品

質
確

保
対

策
1

8
過

大
提

案

横
締

ケ
ー

ブ
ル

の
充

填
及

び
緊

張
管

理
に

関
す

る
提

案
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
工

の
品

質
確

保
対

策
1

9
過

大
提

案

交
通

整
理

員
、

交
通

誘
導

員
、

見
張

り
員

等
の

追
加

配
置

安
全

対
策

2
0

過
大

提
案

安
全

監
視

船
（

誘
導

船
含

む
）

の
追

加
配

備
安

全
対

策
2

1
過

大
提

案

汚
濁

防
止

フ
ェ

ン
ス

・
枠

の
追

加
設

置
及

び
機

能
強

化
濁

水
対

策
2

2
過

大
提

案

計
測

設
備

の
増

設
（

地
山

挙
動

の
監

視
、

応
力

・
変

位
の

自
動

測
定

等
）

（
ト

ン
ネ

ル
）

地
質

変
化

等
へ

の
対

応
策

・
安

全
対

策
2

3
過

大
提

案

地
質

条
件

（
湧

水
含

む
）

に
伴

い
設

計
変

更
対

象
と

な
る

掘
削

補
助

工
法

※
に

関
す

る
提

案
（

ト
ン

ネ
ル

）
地

質
変

化
等

へ
の

対
応

策
・

安
全

対
策

2
4

過
大

提
案

発
破

区
間

を
機

械
掘

削
で

施
工

（
ト

ン
ネ

ル
）

濁
水

・
騒

音
・

振
動

対
策

2
5

過
大

提
案

仮
設

道
路

・
仮

設
ヤ

ー
ド

等
の

仮
舗

装
騒

音
・

振
動

・
粉

塵
対

策
2

6
過

大
提

案

労
働

環
境

改
善

と
し

て
現

場
作

業
空

間
の

遮
風

・
雨

避
け

シ
ー

ト
の

設
置

生
産

性
向

上
に

関
す

る
取

組
2

7
過

大
提

案

騒
音

や
振

動
の

測
定

の
み

（
事

後
対

策
な

し
）

騒
音

・
振

動
対

策
2

8
効

果
不

明

品
質

が
担

保
さ

れ
て

い
る

二
次

製
品

に
対

す
る

試
験

共
通

2
9

効
果

不
明

※
効

果
小
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４－５．技術提案等の評価結果の開示 

   評価結果の開示をルール化することで、透明性を向上させるとともに、履行しなければならな

い技術提案を明白とし、技術提案の不履行には厳正に対処することで、総合評価落札方式の適切

な制度運用を図っている。 

（１） 評価結果の開示ルール 

   評価した提案は履行義務が発生することから、受注者は評価結果の開示請求を行い、履行義務

がある提案を確認する必要がある。 

     また、落札者以外も、技術力向上を目指した調査研究を行えるように開示を行っており、“当

該工事の落札者決定後”から開示可能としている。 

     開示方法は、「施工計画等評価タイプ」では、原則、E メールによる評価結果開示を行うこと

としており、「施工実績等評価タイプ」では、各発注機関で開示を行う。 

 

    ［開示ルール］ 

    ○入札参加者からの申し出により自社分のみを開示する。 

    ○技術提案は、提案に対する評価の有無、評価しない理由を開示する。 

   技術提案の評価結果の開示資料は、＜技術提案評価結果資料＞とする。 

    ○開示は落札決定後とし、開札日を含む年度の次年度末までを開示期間とする。 

    ○開示手続きのフローは、＜技術提案等の評価結果の開示手続きフロー＞のとおりとする。 

「施工計画等評価タイプ」の落札者には評価結果開示資料を発注者より通知する。 

    ○応札者から質疑があれば対面・オンラインや電話での説明も行う。 

   技術提案の評価の質疑では評価の有無、評価しない理由を開示する。評価した提案の評価点内

訳、評価した理由は開示しない。 

 

＜技術提案評価結果資料＞ 

  

様式B

総合評価技術提案審査資料　（参考例）

工事名： 令和○年度　△△第□号　○○○○工事

評価配点

コンクリートの品質確保対策 評価 評価しない理由 評価点 一般交通に対する安全対策 評価 評価しない理由 評価点

提案① ○ 提案① × 【効果不明】

提案② ○ 提案② × 【実行性に問題あり】

提案③ ○ 提案③ ○

提案④ ○ 提案④ ○

提案⑤ × 【効果不明】 提案⑤ × 【一般的】

会社名 7.0 3.0

０点～１０点 ０点～１０点

課題１ 課題２
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＜技術提案等の評価結果の開示手続きフロー＞ 

※大分県ホームページに掲載している資料 

①施工計画等評価タイプの評価結果開示（土木建築部） 
評価結果の開示は「公共工事入札管理室（県庁）」でおこないます。 

○入札参加者からの申し出により自社分のみ開示します。 

○施工計画に関する技術的所見の評価結果は、評価の有無、評価しない理由を開示します。 

○落札者には評価結果開示資料を発注者より通知します。 

○開示期間は落札者決定後から次年度までとします。 

○開示は大分県電子申請システムにて申請してください。 
 

【 手 順 】 

 
 

②施工実績等評価タイプの評価結果開示（土木建築部） 
評価結果の開示は「各発注機関」でおこないます。 

○入札参加者からの申し出により自社分のみ開示します。 

○開示期間は落札者決定後から次年度までとします。 

○開示の申請は公告に記載された担当部局へご連絡ください。 

○来庁の際には所属（会社）と本人確認の為、名刺等をお持ちください。 
 

【 手 順 】 

  

１ ． 大分県電子申請シス テム にて必要事項を 記載し て開示を 申請する 。

※記載内容の不備や本人確認ができ ない場合、 担当者よ り 連絡を し ま す。

２ ． Eメ ールで評価結果資料が届く 。

３ ． 評価結果に質疑があ れば、 電話や対面、 オン ラ イ ン にて面談ができ る 。

大分県電子申請シス テム に必要事項を 記載し て面談を 申請する 。

※面談が長時間と なら ないよ う 事前に質問事項等を 整理し てく ださ い。

技術提案の評価の質疑では評価の有無、 評価し ない理由を 開示し ま す。

評価し た提案の評価点内訳、 評価し た理由は開示し ま せん。

オン ラ イ ン 面談の場合は、 Ｚ ｏ ｏ ｍ を 原則と し ま す。 対応が困難な場合は相談し てく ださ い。

４ .Ｅ メ ールで面談の案内が届く 。

１ ． 電話にて各発注者へ下記事項を 伝えて、 開示の申請を おこ ない、 開示の日時を 予約する 。

➀開示する 工事番号、 工事名、 路河川名、 ➁会社名、 ➂担当者氏名、 ④担当者の連絡先（ 電話番号）

２ ． 予約日時に発注機関へ訪庁する 。

３ ． 本人確認を 行い、 自社分の評価結果を 開示を 受ける 。

※所属（ 会社） と 本人確認の為、 名刺等を お持ちく ださ い。
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４－６．技術提案等の履行確認と不履行の取扱い 

（１）技術提案等の履行確認 

   履行義務のある技術提案の履行確認を徹底し、技術提案の不履行に対し厳正に対処すること

で総合評価落札方式の適切な制度運用を図るとともに、実行性の疑わしい提案やオーバースペ

ックとなる提案を排除する効果も期待できる。 

   特記仕様書に履行義務のある技術提案等に関して、①対象となる技術提案等の確認を行うこ

と、②施工計画書にその内容に応じた資機材や施工方法等を記載すること、③「技術提案履行報

告書」により発注者へ履行状況を報告し、検査時に提出することなどを位置づけており、検査時

に履行状況の確認を行う。 

  ※「技術提案履行報告書」の様式は、〔４－３．技術提案の評価手法と効果検証〕を参照のこと。 

 

 

第 ○ 条 総合評価落札方式の試行

　本工事は、大分県総合評価落札方式試行要領に基づく試行対象工事である。

１

２

３

４

５

６

７

８

①

②

      

③

　受注者は、履行義務のある技術提案等の内容に応じて、「主要機械」、「主要資材」、「施工方法（主要機械、仮設備計画

等を含む）」、「施工管理計画」、「安全管理」、「交通管理」、「環境対策」、「現場作業環境の整備」等について、施工計画

書に適切に反映し、監督員の確認を受けること。

特記仕様書　（総合評価落札方式）

　入札参加時に提出する技術資料等の作成費用は入札参加者の負担とする。

　なお、提出された技術資料等の返却及び公表は行わない。

　受注者は、技術資料等に記載した技術提案等の内容について、その履行義務を発注者に確認すること。

　なお、加点評価されなかった技術提案は「履行義務なし」とする。

　また、加点評価されなかった技術提案を実施するか否かは監督員と協議のうえ受注者の選択によることとするが、「一般

的」等の理由で評価されなかったものは、共通仕様書等に定められた事項として実施しなければならない。

　受注者は、履行義務のある技術提案等についての施工（実施）計画、履行確認及び検査の方法、その他必要な事項に

ついて監督員と協議のうえ確認し、工事着手前に提出する施工計画書に明記すること。

　ただし、技術提案等の履行、履行確認及び検査方法に伴う経費は受注者の負担とする。

　受注者が落札者決定に反映された技術提案等を履行できなかった場合（再度施工が困難、あるいは合理的でない

場合に限る。）は、減額変更の対象とし、また損害賠償を請求することができるものとする。

　受注者は,「技能者（建設マスター・登録基幹技能者）の活用」で評価された技能者を発注者に確認し、その活用計画を施

工計画書等へ適切に反映させること。履行報告は、入札参加時に提出した技術資料に対し「技能者（建設マスタ－・登録

基幹技能者）の活用計画の履行報告書」に実績を記入すること。併せて従事日数が確認できる資料を添付すること。

　なお、対象となる職種（配置工種）は本工事の内容に該当するものとし、１職種１名の実績から履行を認める。また、現場

着手後、建設マスター及び登録基幹技能者を変更する場合は、同じ職種に限り、変更を認める。

　受注者は、履行義務のある技術提案については、定められた「技術提案履行報告書」にて、発注者へ履行状況を報告す

るものとする。履行状況がわかるように必要に応じて資料等を添付すること。また、完成検査時には別途「技術提案履行報

告書」を取りまとめ、発注者へ提出すること。

　受注者は、技術資料等及び施工計画書に記載した履行方法等により誠実に提案内容を履行すること。

　ただし、技術資料等及び施工計画書に記載した履行方法等により技術提案等の履行が困難になった場合は、直ちに監

督員に報告すること。

　受注者の責めにより、技術資料等に記載された内容が履行できない場合（発注者に無断で施工計画書に記載した履行

方法等に反する方法で実施した場合を含む。）の措置については、大分県総合評価落札方式試行要領及び本仕様書によ

るものとする。

　受注者が落札決定に反映された技術提案等を履行できなかった場合は、工事成績評定点の減点対象とする。

　受注者が落札者決定に反映された技術提案等を履行できなかった場合は、指名停止措置に基づく指名停止をおこ

なうことができるものとする。
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（２）技術提案等の不履行の取扱い 

   技術提案等の不履行の取扱いを定め、以下のとおり大分県ホームページに公表している。 

    

大分県総合評価落札方式 技術提案等の不履行の措置について 

第１ 技術資料の担保 

総合評価落札方式の実施にあたっては、技術提案等が契約内容となるため、これらが履行出来ない場合若しくは

履行不可能と判断される場合等の措置をあらかじめ明確にするもの。 

 

第２ 履行対象 

受注者は、評価を受けた技術提案等について履行義務があり、施工計画書にその内容を記載し、適切に履行しな

ければならない。また、評価を受けていない技術提案等についても、仕様書等により実施が必要な項目は確実に施

工するものとする。 

※ 総合評価落札方式の技術提案等において履行対象となる項目は、評価された項目がすべて対象となる（施工

計画における技術提案だけでなく、配置予定技術者や県内企業の活用等のすべての項目が対象）。 

 

第３ 低入札価格調査時における措置 

低入札価格調査において、評価を受けた技術提案等に虚偽や履行不可能と判断された項目がある場合について、

その技術提案等により落札決定に影響がある場合は不適格と判断して、次順位者を調査対象者とする。 

ただし、その技術提案等により落札決定に影響がない場合は、工事成績評定点の減点の措置を行うとしたうえで、

低入札価格調査を継続するものとする。 

 

第４ 条件変更等 

１ 現場条件の変更等により、技術提案等の履行が困難となった場合は、すみやかに書面にて監督員に協議を行い、

その協議の結果、受注者の責によらない現場条件の変更等により履行が出来ないと判断された場合は、履行対象

外とする。 

２ 受注者の責によらない事由による工期延長に伴う延長期間中における技術提案等については、履行義務を果た

している場合に限り、受発注者間の協議により、実施しないことができる。 

３ 死亡、傷病、被災、出産、育児、介護又は退職等の真にやむを得ない場合により主任（監理）技術者の変更が

発生した場合、評価基準表の「配置予定技術者の能力」の加算点の合計と同等以上の評価となる技術者を配置しな

ければならない。 

 

第５ 技術提案等の不履行の措置 

１ 監督員は不履行が判明した時点で、すみやかに是正指導（書面）を行い、再度履行を促すこととし、是正指導

（書面）を行ったうえでも履行されない場合、又は再度の履行が困難な場合は、発注者は「口頭注意」、「文書注

意」を行ったうえで工事成績評定点の減点の措置を行うものとする。 

２ 第４の３において、死亡、傷病又は被災による交代の場合は、上記１の措置を行わない。 

なお、工事の完了までの間は、途中交代した主任（監理）技術者は他の工事に配置することはできないものと

する。 

３ 不履行となった技術提案等による加算点が落札決定に影響を及ぼす場合は、「大分県が発注する建設工事等の

契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づき処分を決定する。（第

４の３の主任（監理）技術者の交代を行う場合を除く。） 

４ 技術提案等に対する履行状況が特に悪質と認められる場合や工事目的物等への影響が大きい場合は、別途措置

を検討のうえ指名停止措置を行うことがある。 
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５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定 

（１）施工実績（経験）及び工事成績評定点の評価対象 

  企業及び配置予定技術者の評価項目である施工実績（経験）や工事成績評定点の「業種区分」、

「同種工事区分」は、発注業種や工種等から該当する区分を選定する。 

 

Ⅰ．業種区分 

  評価基準表の△△工事には、以下の業種区分から該当する区分を選択し記載する。 

＜業種区分表＞ 

業種区分（２９業種） 

土木一式工事 鋼構造物工事 熱絶縁工事 

建築一式工事 鉄筋工事 電気通信工事 

大工工事 舗装工事 造園工事 

左官工事 しゅんせつ工事 さく井工事 

とび・土工・コンクリート工事 板金工事 建具工事 

石工事 ガラス工事 水道施設工事 

屋根工事 塗装工事 消防施設工事 

電気工事 防水工事 清掃施設工事 

管工事 内装仕上工事 解体工事 

タイル・れんが・ブロック工事 機械器具設置工事  

 

 Ⅱ．同種工事区分 

  評価基準表の○○工事には、以下の同種工事区分から該当する区分を選択し記載する。 

＜同種工事区分表＞ 

同種工事区分 

工事実績情報サービス

（CORINS）の公共事業

の分野（例） 

評価対象となる実績の代表的な工種（例） 

道路・街路工事 道路 

道路（街路）改良・橋梁上部【補修含む】（PC・鋼）・橋梁下部・トンネ

ル（NATM)・電線共同溝・道路維持修繕・舗装・法面※地すべり対策は

除く 

河川・砂防工事 
河川 築堤・護岸・樋門・水門 

砂防・地滑り 砂防ダム本体・渓流保全（流路工）・法面※地すべり対策は除く 

港湾・海岸工事 

港湾 

防波堤・護岸・桟橋・サンドコンパクション 海岸 

海洋 

地すべり工事 
道路 

地すべり対策（アンカー・既製杭・場所打杭） 
砂防・地滑り 

下水道工事（農業集落排

水工事を含む。) 

下水道 
下水道 

その他のライフライン 

農業農村整備 農業集落排水 

建築工事 建築 新・改築 

電気工事 電気 道路（トンネル）照明・建築物照明 

通信工事（土木設備工事） 通信 道路情報板・水位観測設備・ダム管理制御設備 

通信工事（建築設備工事） 通信 建築物に付随する監視設備・映像設備 

橋梁上部新設工事 道路、河川等 橋梁上部新設（PC 橋・鋼橋） 

橋梁上部補修工事 道路、河川等 橋梁上部補修（PC［RC］上部及び床版橋・鋼橋） 

トンネル工事 ※全ての工事分類 トンネル（NATM）   
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 〔評価基準表（別表１）記載における留意事項〕 

   同種工事は、「業種区分」と「同種工事区分」の組み合わせで記載する。 

   記載にあたっての留意事項は以下のとおり。 

 

同種工事区分 留意事項 

道路・街路工事 同種工事の道路・街路工事は農道・林道工事を評価対象としない。 

トンネル工事 同種工事のトンネル工事（NATM 工法）は、すべての工事区分（道路・街路、

河川・砂防、港湾・海岸等）及び農道・林道工事を評価対象とする。 

河川・砂防工事 国は国土交通省、大分県は土木建築部の所管工事を評価対象とする。 

通信工事（土木設

備工事） 

同種工事の通信工事（土木設備工事）は、河川・砂防・道路・港湾に係る電

気通信工事に限る 

橋梁上部新設工事 同種工事の橋梁上部新設工事は、すべての工事区分（道路・街路、河川・砂

防、港湾・海岸等）及び農道・林道工事を評価対象とする。 

橋梁上部補修工事 同種工事の橋梁上部補修工事は、すべての工事区分（道路・街路、河川・砂

防、港湾・海岸等）及び農道・林道工事を評価対象とする。 
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（２）優良工事担当履歴及び契約後 VE 提案採用実績の評価対象 

  配置予定技術者の評価項目である優良工事担当履歴や、企業の評価項目である優良工事表彰履

歴及び契約後 VE 提案採用実績の評価対象の工種は、発注業種や工種等から該当する区分を選定す

る。 

  評価対象は、原則として、受賞（採用）工事の【業種区分（２９業種）】と同一業種区分とする。 

  ただし、「土木一式工事」と「とび・土工・コンクリート工事」は、業種区分と併せて以下の業

種・工種区分表から対象工種を限定する。 

＜業種・工種区分表＞ 

業種区分（２９業種） 工種区分 
優良工事担当履歴・ 

契約後ＶＥ提案採用対象工種 

土木一式工事 トンネル工事 トンネル 

港湾工事 海洋土木 

ＰＣ橋梁上部新設工事 ＰＣ橋梁上部工事 

コンクリート橋梁補修（上部）工事 

コンクリート橋梁補修（下部）工事 一般土木等 

一般土木工事 

水門・樋門（土木）工事 

堰（土木）工事 

とび・土工・コンクリート工事 道路付属物工事 道路付属物 

法面（表面浸食防止）工事 法面 

法面（地すべり防止目的）工事 地すべり 

地すべり防止工事 

くい打ち工事 その他とび・土工工事 

コンクリート工事 

その他（とび・土工関係）工事 

※コンクリート橋梁補修（上部）工事は「ＰＣ（ＲＣ）橋梁上部補修工事」と「橋梁床版補修工事」 

 〔評価基準表の記載例〕 

例１） 令和６年度、令和７年度の優良工事表彰担当履歴 

    ※発注する 舗装工事 での受賞のみ評価対象とする。 

例２） 令和６年度、令和７年度の優良工事表彰担当履歴 

    ※発注する 土木一式工事（一般土木等） での受賞のみ評価対象とする。 

例３） 令和６年度、令和７年度の優良工事表彰担当履歴 

    ※発注する とび・土工・コンクリート工事（地すべり） での受賞のみ評価対象とする。 

  注）（ ）書き内で対象工種を限定する。 
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６．評価項目 

６－１．企業の施工実績 

（１）同種工事の施工実績〔企業〕 

 Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、同種工事の施工実績を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去１０年間の同種工事の施工実績 

◇対象金額：請負代金額２千５百万円以上の同種工事の施工実績 

      ※「解体工事」は、請負代金額１千万円以上（民間工事は２千５百万円以上） 

◇対象区分：国又は県発注工事と国・県以外の公共工事を区分 

      ※建築系工事の場合、「公立大学法人（芸短大、看護大）」の発注工事は大分県発

注工事と同等に取り扱う。ただし、「公立大学法人（看護大）」は平成３０年４

月１日以降に履行したものを対象とする。 

         ※「解体工事」に限り、民間工事も評価対象とする。 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 
配 点 

標 準 橋梁新設 建築工事 

過去 10 年間の同種工事

（○○工事）の施工実績 

国又は県の実績あり 1.0 2.0 1.0 

国・県以外の公共工事の実績あり 0.5 1.0 0.5 

上記以外 0.0 0.0 0.0 

    ※○○工事は、請負代金額 2 千 5 百万円以上の△△工事に限る  

   ただし、解体工事は、請負代金額 1 千万円以上に限る。 

 

 ［評価の考え方］ 

○大分県の共通仕様書への理解や、地元調整等のノウハウから県発注工事を優位に評価。 

○土木工事では「国」仕様書に準拠、建築工事では「国」と共通の標準仕様書を採用しているこ

と、施工管理基準等も同様であるため「国」を併記している。 

○大分県と国以外の市町村、他県及び特殊法人等は、「国・県以外の公共工事発注機関」に位置

づけて評価している。 

○実績は元請として施工したものとし、共同企業体の構成員として施工した場合は、出資比率が

２０％以上の場合に限る。 

○施工実績の加点評価を得られる業者の偏りが大きい「解体工事」に限り、対象工事を請負代金

額 1 千万円以上の施工実績に拡大し、さらに「民間工事（請負金額 2 千 5 百万円以上に限る）」

の施工実績も評価対象に加えたうえで、一部配点を見直した。（令和３年度～） 

 

 ※同種工事は「業種区分」と「同種工事区分」の組み合わせで決まる。 

  同種工事区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。  
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（２）工事成績評定点〔企業〕 

Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、工事成績評定点の平均点を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去４年間の同業種工事の工事成績評定点の平均点 

      ※建築系工事は過去５年間を対象とする。 

◇対象金額：最終設計金額５百万円以上の同業種工事の工事成績評定点  

      ※土木一式工事は請負代金額３千５百万円以上 

◇対象区分：大分県土木建築部発注工事 

      ※「橋梁上部新設工事」は農林水産部発注工事も対象とする。 

      ※建築系工事の場合、「教育庁（教育財務課）」「公立大学法人（芸短大、看護大）」

の発注工事は土木建築部発注工事と同等に取り扱う。 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点 

過去 4 年間の 

工事成績評定点の平均値 

82 点以上 2.0 

80 点以上 82 点未満 1.8 

78 点以上 80 点未満 1.5 

76 点以上 78 点未満 1.3 

74 点以上 76 点未満 1.0 

上記以外 0.0 

    ※発注する△△工事での最終設計金額 5 百万円以上の工事成績評定点を対象とする。 

   ただし、土木一式工事は、請負代金額 3 千５百万円以上の工事成績に限る。 

 

 ［評価の考え方］ 

○土木建築部発注の場合は土木建築部発注工事を対象とする。 

  ただし、発注件数が少なく、現場条件に差が無く、事業による工事成績評定点に差がない「橋

梁上部新設工事」の工事成績は農林水産部と統合している。 

○災害復旧事業の応急工事及び災害等により緊急的な対応が必要となり随意契約した工事で、

発注者が対象外と指定した工事成績評定点は評価対象外としている。 

○評定点は元請として評価を受けたものとし、共同企業体の構成員として評価を受けた場合は、

出資比率が２０％以上の場合に限る。 

○「土木一式工事」では、格付け等級以下の等級に係る工事（橋梁補修工事等）の競争入札への

参加を認めていることから、請負代金額３千５百万円以上の工事成績に限ることとしている。 

 

 ※同業種工事は「業種区分」で決まる。 

  業種区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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（３）優良工事表彰履歴 

 Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、優良工事表彰履歴を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：前年度の発注業種区分（及び対象工種）の優良工事表彰履歴 

◇対象金額：全ての優良工事表彰履歴 

◇対象区分：土木建築部長表彰と工事検査室長表彰及び土木事務所長表彰を区分 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

令和７年度の 

優良工事表彰履歴 

 

土木建築部長表彰 0.2 

工事検査室長表彰 or 土木事務所長表彰 0.1 

上記以外 0.0 

※発注する△△工事での受賞のみを評価対象とする。 

 

 ［評価の考え方］ 

○企業の持ち点の固定化が懸念されることから、前年度の表彰履歴のみを対象とする。 

○表彰履歴は元請として受賞したものとし、共同企業体の構成員として受賞した場合は、出資比

率が２０％以上の場合に限る。 

 

 ※評価対象工種は、「業種区分」（及び「対象工種」）に限定する。 

  業種区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  「施工計画等評価タイプ」を適用する全ての工種で評価項目とする。 

   ※受注企業の偏りが懸念されることから、公正性の確保に配慮し、一定規模以上の工事を対象

とする。 
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（４）ワーク・ライフ・バランス関連の認定・表彰等 

 Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、ワーク・ライフ・バランス関連の認定・表彰等を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象認定等：厚生労働省の認定等及び大分県の表彰等のうち、以下を対象とする。 

【厚生労働省の認定等】 

「ユースエール認定」、「プラチナえるぼし認定・えるぼし認定」、「プラチナくるみん認

定・くるみん認定・トライくるみん認定」及び、認定の基準となっている「一般事業主

行動計画」の策定・届出 

 【大分県の表彰等】 

『「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰』、「おおいた女性活躍推進事業者表彰」及

び、表彰の要件等となっている制度への登録等 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価基準 認定、表彰又は届出等 配点 

Ａ評価 ①ユースエール認定 0.2 

②プラチナえるぼし認定、えるぼし認定 

③プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定 

④おおいた働き方改革推進優良企業表彰 

⑤おおいた女性活躍推進事業者表彰 

Ｂ評価 ⑥「一般事業主行動計画」の策定・届出 0.1 

⑦「おおいた子育て応援団」への登録 

⑧「女性活躍応援県おおいた認証企業」への登録 

上記以外  0.0 

 

  ※認定・表彰等の確認方法は原則、以下のとおり。 

認定、表彰又は届出等 確認方法 

①、②、③ 厚生労働省令に基づく認定の写し（都道府県労働局長の認定通知書の写

し） 

④、⑤ 表彰状の写し又は、公表している大分県ホームページの該当ページの写し 

⑥ 地方労働局の受付印があり、「一般事業主行動計画の計画期間」に開札予

定日を含む届出書の写し 

⑦ 認証書の写し又は、公表している大分県ホームページの該当ページの写し 

⑧ 認証書の写し又は、公表している大分県ホームページの該当ページの写し 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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（５） 指名停止措置 

Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、指名停止措置がある場合に減点の評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象措置：大分県指名停止等措置要領別表第１～別表第４に該当するもの 

◇対象期間：減点対象期間は、指名停止期間にそれと同等の期間を加えた期間 

◇対象工事：開札予定日が減点対象期間に含まれる場合 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

減点対象期間の 

指名停止措置 

指名停止措置なし 0.0 

指名停止措置あり（3 ヶ月未満） -0.2(減点) 

指名停止措置あり（3 ヶ月以上） -0.5(減点) 

 

 〔減点対象期間の例〕 

   指名停止期間が 3 箇月の場合 

 

    2 月 21 日                              5 月 20 日                           8 月 20 日 

3 箇月 3 箇月 

 

 

指名停止期間  

 

 

 

  減点対象期間   

 

 減点対象期間は、県 HP の公共工事入札管理室のページで公表している。 

   https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/sougouhyouka-no-sikonituite.html 

 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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（６） ［選択項目］契約後ＶＥ・おおいた木の良さを生かした建築賞 

（６）－１．契約後ＶＥ提案採用 

Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、契約後ＶＥ提案採用の実績を評価の選択項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去２年間の契約後ＶＥ提案採用の実績 

◇対象区分：土木建築部発注工事の提案採用に限る 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

過去 2 年間の 

契約後ＶＥ提案採用 

実績あり 0.1 

上記以外 0.0 

  ※評価対象工種は、「業種区分」（及び「対象工種」）に限定する。 

   業種区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

  ※選択する場合は、配置予定技術者の能力「同種工事の施工経験」から配点を減ずる。 

 

 Ⅱ．適用工事 

 「施工計画等評価タイプ」を適用する全ての土木工事及び建築系工事で評価項目の有無を選択す

る。なお、「おおいた木の良さを生かした建築賞」を評価項目に選択する場合、本項目は選択で

きない。 

 

 

（６）－２．おおいた木の良さを生かした建築賞 

Ⅰ．評価基準等 

  企業の施工実績として、おおいた木の良さを生かした建築賞 2025 の受賞実績を評価の選択項 

目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象区分：建築一式工事のみに適用 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

「おおいた木の良さを生かした建 

築賞 2025 の受賞」 

実績あり 0.1 

上記以外 0.0 

  ※選択する場合は、配置予定技術者「同種工事の施工経験」から配点を減ずる。 

 

 ［評価の考え方］ 

○受賞実績は元請として受賞したものとし、共同企業体の構成員として受賞した場合は、出資比

率が２０％以上の場合に限る。 

 

Ⅱ．適用工事 

建築一式工事で評価項目とする。なお、「契約後 VE 提案採用」を評価項目に選択する場合、本

項目は選択できない。 
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６－2．配置予定技術者の能力 

（１） 同種工事の施工経験〔配置予定技術者〕 

 Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、同種工事の施工経験を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去１０年間の同種工事の施工経験 

◇対象金額：請負代金額２千５百万円以上の同種工事の施工経験 

      ※「解体工事」は、請負代金額１千万円以上 

◇対象区分：国又は県発注工事と国・県以外の公共工事を区分 

      ※建築系工事の場合、「公立大学法人（芸短大、看護大）」の発注工事は大分県発

注工事と同等に取り扱う。ただし、「公立大学法人（看護大）」は平成３０年４

月１日以降に履行したものを対象とする。 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 
配 点 

標準① 標準② 

過去 10 年間の同種工事（〇〇工事） 

の施工経験 
 
① 主任（監理）技術者又は現場代理人 

② 監理技術者補佐 

国又は県の実績あり 0.8 0.4 

国・県以外の公共工事の実績あり 0.4 0.2 

上記以外 0.0 0.0 

※○○工事は、請負代金額 2 千 5 百万円以上の△△工事に限る。 

ただし、解体工事は、請負代金額 1 千万円以上の解体工事に限る。 

    ※［選択項目］企業の施工実績「契約後 VE・おおいた木の良さを生かした建築賞」及び地域・社会

貢献度「ボランティア活動」を評価項目に追加した場合、追加配点分を本項目の配点から減ずる。 

 

 ［評価の考え方］ 

○工場製作の過程を含む工事（工場製作主体の工事は除く）の場合は、「現地施工に配置する者」

を対象とする。 

○「建設業法第二十六条第三項ただし書の規定（専任特例）の適用を受ける主任（監理）技術者」

は「主任（監理）技術者」と同等とする。 

○主任（監理）技術者及び監理技術者補佐としての施工経験である場合は、工事期間の半分以上

または 6 ヶ月以上従事していた者を評価対象とする。 

○現場代理人としての施工経験である場合は、工事期間の半分以上または 6 ヶ月以上従事して

いた者で、かつ配置された時点で監理技術者になり得る資格を有していた者を評価対象とす

る。 

  ○工場製作の過程を含む工事（工場製作主体の工事は除く）の施工経験である場合、現地施工に

係るすべての期間に従事していた者を評価対象とする。 

○監理技術者補佐の評価は、主任（監理）技術者又は現場代理人の評価の概ね 1/2 の評価とす

る。 
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○大分県の共通仕様書への理解や、地元調整等のノウハウから県発注工事を優位に評価する。 

○土木工事では「国」仕様書に準拠、建築工事では「国」と共通の標準仕様書を採用しているこ

と、施工管理基準等も同様であるため「国」を併記している。 

○大分県と国以外の市町村、他県及び特殊法人等は、「国・県以外の公共工事発注機関」に位置

づけて評価している。 

○実績は元請として施工したものとし、共同企業体の構成員として施工した場合は、出資比率が

２０％以上の場合に限る。 

  ○施工実績の加点評価を得られる業者の偏りが大きい「解体工事」に限り、対象工事を請負代金

額 1 千万円以上の施工経験に拡大したうえで、一部配点を見直した。（令和３年度～） 

○過去の所属企業での施工経験も対象とする。 

 

 ※同種工事は「業種区分」と「同種工事区分」の組み合わせで決まる。 

  同種工事区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。  
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（２） 主任（監理）技術者の保有する資格 

 Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、主任（監理）技術者の保有する資格を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象資格：【土木工事】1 級・2 級（土木）施工管理技士等 

      【解体工事】1 級・2 級（建築・土木）施工管理技士 

      【設備工事】1 級・2 級（管・電気・電気通信）施工管理技士 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

主任（監理）技術

者の保有する資

格 

土木：1 級土木施工管理技士等 

解体：1 級（建築・土木）施工管理技士 

設備：1 級（管・電気・電気通信）施工管理技士 

0.6 

土木：2 級土木施工管理技士等 

解体：2 級（建築・土木）施工管理技士 

設備：2 級（管・電気・電気通信）施工管理技士 

0.3 

上記以外 0.0 

 

 Ⅱ．適用工事 

【土木工事】 

      配置予定技術者の 1 級土木施工管理技士の資格保有を競争参加資格としている評価タイプ

又は工種は、評価項目としない。 

      なお、1 級土木施工管理技士等とは 1 級建設機械施工技士、技術士（対象部門）を含み、2

級土木施工管理技士等とは 2 級建設機械施工技士を含む。 

＜土木工事適用工種＞ 

予定価格 ８千万円未満 ８千万円以上 

工種 一般土木等工

事 

舗装工事 コンクリート

橋梁補修（下

部）工事 

電気通信工事 電気通信工事 

 

  【建築系工事】 

    配置予定技術者の 1 級建築施工管理技士等の資格保有を競争参加資格としている評価タイ

プ又は工種は、評価項目としない。 

＜建築系適用工種＞ 

予定価格 ８千万円未満 ８千万円以上 

工種 解体工事 管工事 電気工事 電気通信工事 解体工事 
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（３） 工事成績評定点〔配置予定技術者〕 

Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、工事成績評定点の最高点を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去４年間の同業種工事の工事成績評定点の最高点 

◇対象金額：請負代金額２千５百万円以上の同業種工事の工事成績評定点 

      ※「解体工事」は、請負代金額 5 百万円以上 

◇対象区分：大分県土木建築部発注工事 

      ※「橋梁上部新設工事」は農林水産部発注工事も対象とする。 

      ※建築系工事の場合、「教育庁（教育財務課）」「公立大学法人（芸短大、看護大）」

の発注工事は土木建築部発注工事と同等に取り扱う。 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 
配 点 

標準① 標準② 

過去 4 年間の工事成績評定点の最高点 

① 主任（監理）技術者又は現場代理人 

② 監理技術者補佐 

85 点以上 1.2 0.6 

80 点以上 85 点未満 1.0 0.5 

75 点以上 80 点未満 0.6 0.3 

上記以外 0.0 0.0 

※発注する△△工事での請負代金額２千５百万円以上の工事成績評定点を対象とする。 

 ただし、解体工事は請負代金額５百万円以上の工事成績を対象とする。 

 

 ［評価の考え方］ 

○土木建築部発注の場合は土木建築部発注工事を対象とする。 

  ただし、発注件数が少なく、現場条件に差が無く、事業による工事成績評定点に差がない「橋

梁上部新設工事」の工事成績は農林水産部と統合している。 

○災害復旧事業の応急工事及び災害等により緊急的な対応が必要となり随意契約した工事で、

発注者が対象外と指定した工事成績評定点は評価対象外としている。 

○「専任特例の適用を受ける主任（監理）技術者」は「主任（監理）技術者」と同等とする。 

○主任（監理）技術者・現場代理人・監理技術者補佐としての施工経験及び、工場製作の過程を

含む工事（工場製主体の工事は除く）の施工経験に関する評価対象の工事期間、資格の考え方

は、（１）同種工事の施工経験〔技術者〕と同様とする。 

○監理技術者補佐の評価は、主任（監理）技術者又は現場代理人の評価の概ね 1/2 の評価とす

る。 

○評定点は元請として評価を受けたものとし、共同企業体の構成員として評価を受けた場合は、

出資比率が２０％以上の場合に限る。 

  ○施工実績の加点評価を得られる業者の偏りが大きい「解体工事」に限り、対象工事を請負代金

額 5 百万円以上の工事成績評定点に拡大したうえで、一部配点を見直した。（令和３年度～） 

○過去の所属企業での工事成績評定点も対象とする。 

 

 ※同業種工事は「業種区分」で決まる。 

  業種区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。  
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（４） 優良工事担当履歴 

 Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、優良工事担当履歴を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象期間：過去２年間の発注業種区分（及び対象工種）の優良工事担当履歴 

◇対象金額：全ての優良工事担当履歴 

◇対象区分：土木建築部長表彰と工事検査室長表彰及び土木事務所長表彰を区分 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

令和６,７（,８）年度の優良

工事表彰歴 

土木建築部長表彰 0.3 

工事検査室長表彰 or 土木事務所長表彰 0.2 

上記以外 0.0 

※発注する△△工事での受賞のみを評価対象とする。 

 

 ［評価の考え方］ 

○主任（監理）技術者、専任特例の適用を受ける主任（監理）技術者として従事した受賞工事を

対象とする。 

○担当履歴及び、工場製作の過程を含む工事（工場製主体の工事は除く）の担当履歴に関する評

価対象の工事期間の考え方は、（１）同種工事の施工経験〔技術者〕と同様とする。 

○当該年度の表彰歴は、表彰者が確定した 10 月以降に公告した工事から評価対象とする。 

○担当履歴は元請として受賞したものとし、共同企業体の構成員として受賞した場合は、出資比

率が２０％以上の場合に限る。 

○過去の所属企業での担当履歴も対象とする。 

 

 ※評価対象工種は、「業種区分」（及び「対象工種」）に限定する。 

  業種区分は、〔５．評価対象となる「業種区分」・「同種工事区分」等の選定〕を参照。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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（５） ＣＰＤの取組状況 

Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、ＣＰＤ（継続教育）の取組状況を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対 象 期 間 ：学習履歴証明書の証明日が技術資料提出期限の前日から起算して過去 1

年以内のものに限る。 

証明日から起算して過去 1 年間のユニット数が対象。 

◇対象ユニット数：建設系 CPD 協議会加盟団体（１９団体）が定める１年間の推奨ユニット

数以上である場合に評価。 

＜評価対象表（例）＞ 

工事種類 協議会名 
評価ユニット数 

（1 年間) 

土木 ⑨全国土木施工管理技士会連合会 20 

⑫土木学会 50 

⑭日本技術士会 50 

建築系 ②建設業振興基金 12 

⑮日本建築士会連合会 12 

 ※上表は代表的な団体の評価対象であり、工事案件毎に対象となる CPD を設定する。 

   （設備工事の場合は、設備系 CPD を設定。） 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点 

ＣＰＤ（継続教育）の取組

状況 

取組あり 

（各団体推奨ユニット数

以上） 

土木  0.3 

建築系 0.5 

上記以外 0.0 

 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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 Ⅲ．参考 

  ⅰ．建設系 CPD 協議会とは 

建設系分野に係わる技術者の能力の維持・向上を支援するため、関係学会および協会間で

の CPD（継続教育）の推進に係わる連絡や調整を図る。 

 

  ⅱ．CPD（継続教育）とは 

  生涯にわたり技術者としての義務を果たし、責任を全うしていくためには、常に最新の

知識や技術を修得し、自己の能力の維持・向上を図ることが不可欠である。 

 大学等における基礎教育もさることながら、実社会に出てからの実務を通じた修習や資

格取得後の学習が技術者の成長にとって必要であることは言うまでもない。 

 国際化の進展や国内の雇用情勢の変化等により、技術者の継続教育（CPD：Continuing

 Professional Development）の必要性が広く認識されている。 

 

  ⅲ．建設系 CPD 協議会加盟団体（１９団体） 

No. 学協会名称 
CPD登録者 

（個人）数 

推奨獲得 

CPD単位(/年) 

年間主催 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

① （公社）空気調和・衛生工学会 3,413 50 100 

② （一財）建設業振興基金 3,245 12 1,450 

③ （一社）建設コンサルタンツ協会 44,867 50 120 

④ （一社）交通工学研究会 1,720 50 10 

⑤ （公社）地盤工学会 8,877 50 80 

⑥ （公社）森林・自然環境技術教育研究センター 5,600 20 10 

⑦ （公社）全国上下水道コンサルタント協会 22,700 50 40 

⑧ （一社）全国測量設計業協会連合会 600 20 80 

⑨ （一社）全国土木施工管理技士会連合会 160,000 20 90 

⑩ （一社）全日本建設技術協会 124 25 15 

⑪ 土質・地質技術者生涯学習協議会 6,696 50 90 

⑫ （公社）土木学会 40,533 50 120 

⑬ （一社）日本環境アセスメント協会 436 50 40 

⑭ （公社）日本技術士会 7,716 50 400 

⑮ （公社）日本建築士会連合会 58,000 12 2,600 

⑯ （公社）日本コンクリート工学会 56,900 推奨値なし 50 

⑰ （公社）日本造園学会 7,313 50 430 

⑱ （公社）日本都市計画学会 1,152 50 60 

⑲ （公社）農業農村工学会 15,493 50 50 

  ※建設系 CPD 協議会ホームページ掲載資料(令和８年 2 月９日確認) 
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（６） 専門資格の保有 

Ⅰ．評価基準等 

  配置予定技術者の能力として、専門資格の保有を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象の専門資格：評価対象としている専門資格とその適用工事は以下のとおり。 

＜評価基準（例）＞ 

評価基準 専門資格 適用工事 配点 

資格あり １級舗装施工管理技術者 舗装工事 0.2 

地すべり防止工事士 地すべり工事 

コンクリート診断士 コンクリート橋梁補修（下部）工事 

コンクリート橋梁補修（上部）工事 

プレストレスコンクリート

（ＰＣ）技士 

ＰＣ橋梁上部新設工事 

のり面施工管理技術者 法面（表面浸食防止）工事 

２級舗装施工管理技術者 舗装工事 0.1 

上記以外   0.0 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事のうち、評価対象の専門資格に該当する工事で評価項目とする。 

  舗装工事 

  地すべり工事 

  コンクリート橋梁補修（下部）工事 

  コンクリート橋梁補修（上部）工事 

  PC 橋梁上部新設工事 

  法面（表面浸食防止）工事 

 

  建築系工事では対象工事なし。 
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（７） 技能者（建設マスター・登録基幹技能者）の活用 

Ⅰ．評価基準等 

  現場に従事する建設技能者の能力として、建設マスター・登録基幹技能者の活用を評価項目とし

ている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象技能者：当該工種の作業に従事する、建設マスター・登録基幹技能者 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価視点 評価項目 配点 

本工事の作業内容に応じた職種

の建設マスター・登録基幹技能者

を活用 

活用計画あり 0.3 

活用計画なし、または本工事の工種ではな

い 

0.0 

 

 

 ［評価の考え方］ 

○複数工種、複数名の活用計画で、実績が１工種１名であっても計画の履行を認める。 

○現場着手後に記載した者を変更する場合は同じ職種に限り、変更を認める。 

○本工事内容に該当しない工種に配置している場合や配置工種に対して適切ではない職種を活

用する場合は評価しない。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内（全国）
塗装工 14 [538] 2.60% 15 [550] 2.73% 15 [567] 2.65% 15 [583] 2.57% [16]
トンネル工 10 [109] 9.17% 10 [112] 8.93% 11 [117] 9.40% 11 [120] 9.17% [3]
大工 23 [1324] 1.74% 23 [1357] 1.69% 24 [1388] 1.73% 24 [1414] 1.70% [26]
舗装工 19 [594] 3.20% 23 [625] 3.68% 24 [659] 3.64% 26 [692] 3.76% 2 [33]
内装仕上工 3 [346] 0.87% 3 [362] 0.83% 3 [377] 0.80% 3 [393] 0.76% [16]
土工 14 [1629] 0.86% 14 [1707] 0.82% 15 [1765] 0.85% 15 [1817] 0.83% [52]
熱絶縁工 1 [68] 1.47% 1 [71] 1.41% 1 [75] 1.33% 1 [79] 1.27% [4]
ガラス工 [76] [79] [82] [85] [3]
鉄筋工 3 [559] 0.54% 3 [579] 0.52% 3 [599] 0.50% 3 [622] 0.48% [23]
潜水士 2 [34] 5.88% 2 [37] 5.41% 2 [40] 5.00% 2 [43] 4.65% [3]
タイル工 [217] [220] [224] [231] [7]
とび工 7 [644] 1.09% 8 [667] 1.20% 8 [696] 1.15% 9 [728] 1.24% 1 [32]
消防施設工 [69] [71] [72] [75] [3]
左官工 2 [319] 0.63% 2 [324] 0.62% 2 [334] 0.60% 2 [341] 0.59% [7]
建設機械運転工 12 [1150] 1.04% 12 [1197] 1.00% 13 [1247] 1.04% 14 [1301] 1.08% 1 [54]
レンガ工 [1] [1] [1] [1]
配管工 4 [433] 0.92% 4 [449] 0.89% 4 [462] 0.87% 4 [475] 0.84% [13]
電気工 4 [660] 0.61% 4 [687] 0.58% 4 [712] 0.56% 4 [740] 0.54% [28]
建具工 [262] [273] [283] [293] [10]
防水工 [124] [130] [138] [143] [5]
橋梁特殊工 10 [286] 3.50% 10 [300] 3.33% 10 [316] 3.16% 11 [332] 3.31% 1 [16]
造園工 6 [595] 1.01% 7 [618] 1.13% 8 [638] 1.25% 8 [656] 1.22% [18]
板金工 5 [188] 2.66% 5 [194] 2.58% 5 [197] 2.54% 5 [200] 2.50% [3]
さく井工 2 [66] 3.03% 2 [70] 2.86% 2 [71] 2.82% 2 [72] 2.78% [1]
鋼構造物工 1 [200] 0.50% 1 [206] 0.49% 1 [213] 0.47% 1 [221] 0.45% [8]
屋根工 2 [188] 1.06% 2 [196] 1.02% 2 [206] 0.97% 2 [216] 0.93% [10]
しゅんせつ工 [133] [138] [144] [151] [7]
アンカー工 1 [41] 2.44% 1 [44] 2.27% 1 [47] 2.13% 1 [50] 2.00% [3]
推進工 [63] [66] [68] [69] [1]
コンクリート工 2 [145] 1.38% 2 [152] 1.32% 2 [160] 1.25% 4 [168] 2.38% 2 [8]
ブロック工 1 [47] 2.13% 1 [50] 2.00% 1 [53] 1.89% 1 [54] 1.85% [1]
シールド工 [39] [39] [39] [39]
電気通信工 1 [163] 0.61% 1 [170] 0.59% 1 [177] 0.56% 1 [185] 0.54% [8]
機械器具設置工 1 [193] 0.52% 1 [198] 0.51% 1 [202] 0.50% 1 [205] 0.49% [3]
ボーリング工 [30] [30] [31] [31]
軌道工 [32] [33] [35] [36] [1]
道路標識設置工 [88] [91] [93] [97] [4]
ウェルポイント工 [24] [25] [26] [27] [1]
法面工 [58] [63] [72] [80] [8]
解体工 [23] [24] [25] [26] [1]
その他 [28] [28] [28] [28]
注入工 1 [44] 2.27% 1 [50] 2.00% 1 [54] 1.85% 1 [58] 1.72% [4]
潜函工 [19] [19] [19] [20] [1]
水道施設工 [13] [13] [13] [13]
石工 [22] [24] [24] [24]
ALC工 [5] [5] [5] [6] [1]
畳工 [1] [1] [1] [1]
ひき家工 [1] [1] [1] [1]
広告物設置工 [12] [13] [13] [14] [1]
切断穿孔工 1 [26] 3.85% 2 [29] 6.90% 2 [31] 6.45% 2 [35] 5.71% [4]
清掃施設工
はつり工 [3] [3] [3] [3]
粗朶沈床工 [1] [1]
鳶工 [1] [1] [1] [1]
PC工
土木部 [1] [1] [1] [1]
型枠大工 [1] [1] [1] [1]

合　計　等 152 11,935 1.27% 160 12,394 1.29% 166 12,846 1.29% 173 13,298 1.30% 7 452

＜建設マスターデータベースに基づく大分県内登録者の動向＞
Ⅲ．参考

対前年
種類

R04 R05 R06 R07
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県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 （全国） 県内/全国 県内 全国

電気工事 119 [8626] 1.38% 139 [8780] 1.58% 149 [8,926] 1.67% 162 [9,117] 1.78% 162 [9,235] 1.75% [118]

橋梁 16 [833] 1.92% 16 [899] 1.78% 16 [956] 1.67% 17 [983] 1.73% 17 [990] 1.72% [7]

造園 34 [2691] 1.26% 34 [2755] 1.23% 35 [2,907] 1.20% 35 [2,927] 1.20% 24 [1,952] 1.23% -11 [-975]

コンクリート圧送 [870] 5 [910] 0.55% 5 [940] 0.53% 5 [959] 0.52% 6 [996] 0.60% 1 [37]

防水 14 [1798] 0.78% 15 [1936] 0.77% 15 [2,049] 0.73% 17 [2,172] 0.78% 20 [2,303] 0.87% 3 [131]

トンネル 32 [560] 5.71% 37 [596] 6.21% 37 [615] 6.02% 37 [605] 6.12% 38 [616] 6.17% 1 [11]

建設塗装 28 [3036] 0.92% 30 [3267] 0.92% 34 [3,482] 0.98% 19 [2,547] 0.75% 38 [3,497] 1.09% 19 [950]

左官 4 [926] 0.43% 4 [632] 0.63% 6 [1,979] 0.30% 11 [1,888] 0.58% 12 [2,161] 0.56% 1 [273]

機械土工 208 [9774] 2.13% 227 [10602] 2.14% 224 [10,886] 2.06% 239 [11,830] 2.02% 241 [12,587] 1.91% 2 [757]

海上起重 18 [1383] 1.30% 25 [1436] 1.74% 25 [1,525] 1.64% 30 [1,561] 1.92% 32 [1,589] 2.01% 2 [28]

PC 16 [874] 1.83% 17 [1063] 1.60% 17 [1,093] 1.56% 16 [1,101] 1.45% 14 [1,115] 1.26% -2 [14]

鉄筋 17 [4338] 0.39% 39 [4721] 0.83% 38 [4,976] 0.76% 38 [5,146] 0.74% 40 [5,171] 0.77% 2 [25]

圧接 2 [518] 0.39% 2 [524] 0.38% 2 [530] 0.38% 1 [496] 0.20% 2 [491] 0.41% 1 [-5]

型枠 81 [5774] 1.40% 82 [6090] 1.35% 81 [6,187] 1.31% 83 [6,180] 1.34% 87 [6,309] 1.38% 4 [129]

配管 61 [3956] 1.54% 65 [4040] 1.61% 66 [4,188] 1.58% 68 [4,265] 1.59% 72 [4,135] 1.74% 4 [-130]

鳶・土工 192 [7758] 2.47% 191 [8288] 2.30% 190 [8,710] 2.18% 195 [9,166] 2.13% 183 [9,194] 1.99% -12 [28]

切断穿孔 11 [421] 2.61% 13 [435] 2.99% 13 [462] 2.81% 14 [525] 2.67% 15 [618] 2.43% 1 [93]

内装仕上工事 25 [4539] 0.55% 26 [4898] 0.53% 26 [5,156] 0.50% 30 [5,313] 0.56% 26 [4,836] 0.54% -4 [-477]

サッシ・カーテン 4 [1098] 0.36% 4 [1044] 0.38% 4 [889] 0.45% 4 [753] 0.53% 4 [300] 1.33% [-453]

エクステリア [222] [205] [211] [240] [229] [-11]

建築板金 16 [2981] 0.54% 20 [2947] 0.68% 20 [3,068] 0.65% 20 [3,136] 0.64% 17 [2,895] 0.59% -3 [-241]

外壁仕上 [197] [155] [102]

ダクト 32 [1624] 1.97% 34 [1709] 1.99% 32 [1,701] 1.88% 31 [1,846] 1.68% 30 [1,860] 1.61% -1 [14]

保温保冷 9 [1101] 0.82% 9 [1167] 0.77% 7 [962] 0.73% 5 [774] 0.65% 12 [1,277] 0.94% 7 [503]

グラウト [841] [840] [844] [842] [809] [-33]

冷凍空調 4 [1213] 0.33% 1 [958] 0.10% 4 [1,307] 0.31% 5 [1,374] 0.36% 5 [1,466] 0.34% [92]

運動施設 [211] [218] [220] [224] [224]

基礎工 6 [1438] 0.42% 11 [1552] 0.71% 10 [1,628] 0.61% 12 [1,636] 0.73% 14 [1,777] 0.79% 2 [141]

タイル張り 1 [327] 0.31% 1 [332] 0.30% 1 [330] 0.30% 1 [330] 0.30% [306] -1 [-24]

標識・路面表示 18 [1672] 1.08% 19 [1720] 1.10% 17 [1,811] 0.94% 19 [1,878] 1.01% 19 [1,831] 1.04% [-47]

消火設備 3 [391] 0.77% 3 [435] 0.69% 3 [482] 0.62% 4 [476] 0.84% 4 [495] 0.81% [19]

建築大工 [892] 1 [962] 0.10% 1 [1,085] 0.09% 1 [1,158] 0.09% 1 [987] 0.10% [-171]

硝子工事 2 [397] 0.50% 2 [283] 0.71% [247] [160] [14] [-146]

ALC 1 [749] 0.13% 3 [919] 0.33% 3 [1,020] 0.29% 3 [1,057] 0.28% 5 [1,059] 0.47% 2 [2]

土工 8 [513] 1.56% 16 [1004] 1.59% 16 [1,004] 1.59% 27 [1,937] 1.39% 32 [2,387] 1.34% 5 [450]

ウレタン断熱 [117] [133] [174] [41]

発破・破砕 [52] [64] [64] [111] [47]

建築測量 [20] [35] [82] [47]

解体 [548] 3 [1,364] 0.22% 3 [816]

圧入工 3 [176] 1.70% 3 [296] 1.01% 3 [421] 0.71% [125]

送電線工事 [92] [92]

さく井 [91] [91] [136] [45]

あと施工アンカー 3 [113] 2.65% 3 [209] 1.44% [96]

計装 4 [157] 2.55% 4 [157]

土質改良

都市トンネル

潜函 [41] [41]

道路等法面保護

斜面防災

石材施工

合　計　等 982 74,542 1.32% 1,091 78,374 1.39% 1,100 82,946 1.33% 1,155 85,974 1.34% 1,185 88,498 1.34% 30 2,524

R06
（2025.2.28調べ）

R07
（2026.2.9調べ）

＜登録基幹技能者データベースに基づく大分県内登録者の動向＞

種類
対前年

増加人数
R03

（2022.2.24調べ）
R04

（2023.2.28調べ）
R05

（2024.2.29調べ）
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６－３．地域・社会貢献度 

（１） 地理的条件（本店等の所在地） 

 Ⅰ．評価基準等 

  地域・社会貢献度として、地理的条件（本店等の所在地）を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象区分：主たる営業所（本店）の所在地を市町村、土木事務所管内、県内で区分して評価 

      「PC 橋梁上部新設工事」及び「鋼構造物工事」は、主たる営業所（本店）に加

え、自社工場の所在地も評価対象とする。 

「橋梁上部新設工事」に限り、区分を県内と県外のみとする。 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点 

配点※ 

橋梁 上部新

設工事 

建設業法上の主たる営業所

（本店）の所在地 

工事箇所である市町村に所在 2.0 ─ 

○○土木事務所管内に所在 1.5 ─ 

県内に所在 1.0 1.0 

上記以外 0.0 0.0 

 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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（２） 防災活動等による貢献（防災協定の締結） 

 Ⅰ．評価基準等 

  地域・社会貢献度として、防災活動等による貢献（大分県管理の公共施設を対象とした防災協定

の締結）を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象協定：評価対象となる大分県管理の公共施設を対象とした防災協定は以下のいずれか。 

🔹大分県土木建築部と一般社団法人大分県建設業協会との協定に基づいた、○○

土木事務所と一般社団法人大分県建設業協会○○支部との協定 

🔹大分県農林水産部漁港漁村整備課長と全日本漁港建設協会大分県支部長との

協定 

   ◇対象区分：「工事箇所を所管する土木事務所等との協定締結」と「大分県管理の公共施設を

対象とした協定締結」に区分して評価。 

         「橋梁上部新設工事」、「その他特殊工事」、「建築設備工事」、「建築一式工事」、

「解体工事」は、協定締結の有無により評価する。 

＜評価基準（例）＞ 

適用工種 評価基準 配点 

一般土木等工事 

舗装工事、地すべり工事等 

トンネル工事 

港湾工事 

橋梁補修工事 

○○土木事務所等との防災協定 1.0 

大分県管理の公共施設を対象とした防災協定 0.5 

上記以外 0.0 

橋梁上部新設工事 

その他特殊工事 

建築設備工事 

建築一式工事 

解体工事 

防災協定あり 0.5 

上記以外 0.0 

 

 ［評価の考え方］ 

  ○令和元年 6 月改正の品確法で、公共工事の品質は、災害応急対策又は災害復旧に関する工事

等が迅速かつ円滑に実施される体制が整備されることにより、将来にわたり確保されなけれ

ばならない。とされており、そのために必要な措置として防災協定の締結等に努めることが位

置づけられている。 

  ○上記の法の趣旨を踏まえ、評価対象の協定は大分県管理の公共施設を対象とした防災協定に

限定している。また、災害発生後に初動活動が見込まれない「橋梁上部新設工事」、「その他特

殊工事」は、“協定締結の有無”により評価する。 

     同様に、「建築一式工事」、「解体工事」、「建築設備（機械・電気等）工事」も、工事目的物が

評価対象の協定の対象外施設であることから、“協定締結の有無”により評価する。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。  
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（３） 県内企業の活用 

Ⅰ．評価基準等 

  地域・社会貢献度として、県内企業の活用を評価項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象金額：請負代金額５百万円以上となる全ての建設工事の下請負人が対象 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点：土木 配点：建築 

県内企業の

活用 

県内元請施工又は県内企業から下請負人を選

定 

※請負代金額 500 万円以上の全ての下請契約 

0.4 1.2 

上記以外 0.0 0.0 

※［選択項目］地域・社会貢献度「特定工事（業務）の受注実績」を評価項目に追加した場合、追加

配点分を本項目の配点から減ずる。 

 

 ［評価の考え方］ 

○請負代金額 500 万円以上の全ての下請負人（2 次下請以降も含む）を県内企業から選定する

場合に評価する。 

○技術提案の施工に関する特殊な工法は、県内企業の活用の適用外とする。 

○施工可能な県内企業が限られている工種は、「県内企業の活用」の適用外工種とする。 

○県内企業とは、大分県内に建設業法上の主たる営業所（本店）を有する企業とする。 

 県外に主たる営業所（本店）があり、県内に支店、営業所がある企業は、ここでの県内企業に

は該当しない。 

○県内企業が全て自社施工する場合は評価する。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事及び建築系工事の全ての工種で評価項目とする。 
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Ⅲ．参考 

〈近年の適用対象外工種の例〉 

適用対象外工種 工事内容等 

桟橋下面補修工 

サンドコンパクション工 

ケーソン工 

起重機船（1400t 吊）運転・回航・えい航 

台船（6000t 積）運転・回航・えい航 

矢板工（無振動クリア工法） 

連続鉄筋コンクリート舗装工 

地盤改良工（スーパージェット工法） 

地盤改良工（ＭＩＴＳ工法） 

地盤改良工（ＷＩＬＬ工法） 

場所打ちコンクリート杭工 

トラベラクレーン架設工 

仮橋・仮桟橋工（ＴＣＢ＋桟橋併用工法） 

桁製作・輸送（リバーブリッジ工法） 

裏込注入工 

仮締切工（ＳＴＥＰ工法） 

仮締切工（ＬＰＦ工法） 

港湾 

港湾 

港湾 

港湾 

港湾 

河川 

道路（トンネル舗装） 

道路 

道路 

道路 

道路 

道路 

道路 

道路 

道路（トンネル補修） 

道路（橋脚耐震補強） 

道路（橋脚耐震補強） 

地盤改良工 

既設露出固定柱脚工 

深層混合処理工 

場所打ちコンクリート杭工 

エレベータ工 

厨房機器設置工 

聴能室測定室遮音工 

移動棚・家具 

既製コンクリート杭 

リフトアップ式ファブリックドア 

PC 合成床スラブ 

ガラスカーテンウォール 

コンボルトタンク 

段差解消機 

建築 

ポリウレタン系全天候型舗装工 

レーンライン工 

レーンマーキング工 

超速硬化型ウレタン塗膜工 

仮設吊り足場（先行床施工式フロア型システム吊足場） 

フィールド面養生 

建築（競技場） 
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（４） ［選択項目］特定工事（業務）の受注実績 

Ⅰ．評価基準等 

  地域・社会貢献度として、特定工事（業務）の受注実績を評価の選択項目としている。 

  令和４年度から特定工事（業務）の指定を行い、その受注実績を令和５年度より評価している。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

 ◇対象期間：過去２年間の特定工事（業務）の受注実績 

 ◇対象金額：指定された全ての特定工事（業務）の受注実績 

◇対象区分：発注者が指定した特定工事（業務）の受注実績の件数に応じて評価 

      特定工事（業務）の受注実績件数で２件以上と１件を区分 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点 

過去２年間の特定工事（業務）の受注実績 

※令和６,７年度に完了したものに限る 

２件以上の受注実績あり 0.2 

１件の受注実績あり 0.1 

上記以外 0.0 

※選択する場合は、地域・社会貢献度「県内企業の活用」から配点を減ずる。 

 

 ［評価の考え方］ 

○過去２年間に特定工事（業務）が完了していれば評価項目に設定する。 

○評価対象とする特定工事（業務）は、過去２年間に完了したものとする。 

○適用工事と同一の土木事務所管内の土木建築部受注実績のみを対象とする。 

 

 ［特定工事（業務）の指定に関する留意事項］ 

  ○特定工事（業務）は、災害復旧工事や道路維持管理委託業務などの現場条件が厳しい工事（業

務）を発注者が指定し、その旨を特記仕様書等に明記する。 

  ○特定工事（業務）の指定は、現場条件や入札不調の発生状況、地域の建設業界の受注体制など

を考慮する。 

  ○適用工事（一般土木工事）の競争参加資格を満たす業者が入札に参加する工事（業務）を指定

する。 

 

 Ⅱ．適用工事 

  一般土木工事で評価項目の有無を選択する。 

  ※施工箇所を所管する土木事務所の管内で完了した特定工事（業務）がある場合に評価項目に設

定する。 
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（５） ［選択項目］ボランティア活動 

Ⅰ．評価基準等 

  地域・社会貢献度として、ボランティア活動を評価の選択項目としている。 

基本的な評価対象は以下のとおり。 

◇対象区分：過去１年間に高齢化集落応援隊の活動実績がある場合に評価 

 

＜評価基準（例）＞ 

評価項目 評価基準 配点 

過去 1 年間の 

ボランティア活動 

ボランティア活動の実績あり 0.2 

上記以外 0.0 

  ※評価対象とする活動は、高齢化集落応援隊の活動とする。 

  ※選択する場合は、配置予定技術者の能力「同種工事の施工経験」から配点を減ずる。 

 

 ［評価項目の考え方］ 

  ○高齢化集落応援隊への建設業協会支部の登録など、活動の実態を把握したうえで、必要に応じ

て評価項目として選択する。 

 

 

 Ⅱ．適用工事 

  土木工事のうち一般土木工事のみ選択制の評価項目とする。 
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７．【参考】評価基準及び関係様式等 

（１）評価項目の適用一覧表 

  評価項目の適用一覧表は下表のとおりである。 

 

＜評価項目の適用一覧表＞ 

評価視点 評価項目 

施工実績等評価タイプ 施工計画等評価タイプ 

標準型 

技術者 

育成型 
（旧 企業実

績重視型） 

標準型 

施工実績 

重視型
（旧 技術提

案重視型） 

企
業
の
技
術
力 

施工計画 施工計画に関する技術的所見 － － 〇 〇 

企業の施工実績 過去１０年間の同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○ 

過去４年間の工事成績評定点の平均

値 
○ ○ ○ － 

過去１年間の優良工事表彰履歴 － － ○ － 

ワーク・ライフ・バランス関連の認定・

表彰等 
○ ○ ○ ○ 

指名停止等措置 ○ ○ ○ ○ 

過去 2 年間の「契約後 VE 提案採用」 － － 選択 選択 

「おおいた木の良さを生かした建築

賞 2025」の受賞 
－ － 選択 － 

配置予定技術者の

能力 

過去 10 年間の同種工事の施工経験 ○ ○ ○ ○ 

主任技術者の保有する資格 ○ ○ － － 

過去４年間の工事成績評定点の最高

点 
○ － ○ － 

過去２年間の優良工事担当履歴 ○ － ○ － 

ＣＰＤ(継続教育)の取組状況 ○ ○ ○ ○ 

専門資格の保有 ○ － ○ ○ 

技能者（建設マスター・登録基幹技能

者）の活用計画 
○ ○ ○ ○ 

地
域
・
社
会
貢
献
度 

地理的条件（地域

精通度） 

建設業法上の主たる営業所(本店)の

所在地 
○ ○ ○ ○ 

防災活動等による

貢献 

大分県管理の公共施設を対象とした

防災協定 
○ ○ ○ ○ 

県内企業の活用 当該工事に係る大分県内企業の活用

計画 
○ ○ ○ ○ 

特定工事（業務）

の受注実績 

過去２年間の特定工事（業務）の受注

実績 
選択 選択 選択 － 

ボランティア活動

による貢献 

過去 1 年間のボランティア活動 
選択 選択 選択 選択 
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（２）評価基準 

  当ガイドラインに基づき評価基準表を作成している。 

  評価基準表は毎年度４月と１０月に更新している。 

   

（３）関係様式 

  当ガイドラインに基づき各種関係様式を作成している。 

  各種関係様式は毎年度４月と１０月に更新している。 

 

  〔関係様式の掲示場所〕 

   ○大分県ホームページ（入札参加者向けの関係様式等） 

トップページ > 組織からさがす > 土木建築部 > 公共工事入札管理室 

 > 総合評価落札方式について 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/sougouhyouka-no-sikonituite.html 
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